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新  旧 

第１章 感染症の予防の推進の基本的な方向 

１ 計画の目的 

この計画は、感染症の発生予防とまん延の防止、感

染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供、病原

体等の検査体制の確立、人材養成、県民に対する啓

発や知識の普及とともに、国及び市町村等との連携の

もとに、適切かつ効果的な感染症対策を推進するため

に策定します。 

なお、本計画に定めるもののほか、個別・具体的な

体制及び対応が必要な場合には、個別の感染症ごと

に定める計画・行動マニュアル等により対応していくこ

ととします。 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）第１

０条第１項に基づき、国の基本指針に即して策定しま

す。 

策定に当たっては、医療法に基づく医療計画、新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県行

動計画との整合を図ります。 

この計画は、必要に応じて見直しを行います。また、

整合を図るべき関係計画の見直しが行われる際に

は、その都度、見直しの必要性を検討し、必要に応じ

て見直しを行います。 

第１章 感染症予防計画の基本方向 

１ 計画の目的 

本計画は、感染症の発生予防とまん延の防止、感

染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供、病原

体等の検査体制の確立、人材養成、県民に対する啓

発や知識の普及とともに、県と国及び市町村等との連

携のもとに、適切かつ効果的な感染症対策を推進する

際の基本方向を示すことを目的とします。 

なお、本計画に定めるものの外、個別・具体的な体

制及び対応等について、別に定める「熊本県健康危機

管理基本指針」及び「健康危機管理マニュアル」（健康

福祉部作成）に基づき迅速かつ適切に対応することと

し、また必要に応じ、感染症ごとに行動マニュアルを作

成し特別な対応が必要な場合の体制を整備していくこ

ととします。 

 

（新設） 
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３ 基本的な考え方 

（１）事前対応型行政の構築 

感染症対策は、国内外における感染症に関する情

報の収集、分析並びに国民及び医師等医療関係者へ

の公表（以下「感染症発生動向調査」という。）を適切

に実施するための体制（以下「感染症発生動向調査体

制」という。）の整備や、予防計画、国の基本指針及び

特定感染症予防指針に基づく取組を通じて、平時から

感染症の発生及びまん延を防止していくことに重点を

置いた事前対応型の行政として取り組んでいくことが

重要です。 

県は、県、保健所設置市（「熊本市」をいう。以下同

じ。）、医療機関、医療関係団体、高齢者施設等関係

団体、保健所、消防機関、教育機関その他の関係機

関で構成される熊本県感染症対策連携協議会（以下

「連携協議会」という。）を設置します。連携協議会を通

じ、感染症法に基づく予防計画等について協議を行う

とともに、予防計画に基づく取組状況を毎年報告し、進

捗確認を行うことで、平時から感染症の発生及びまん

延を防止していくための取組について関係者が一体と

なってＰＤＣＡサイクルに基づく改善を図り、実施状況

について検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の性格と基本方向 

（１）事前対応型への転換 

新しい時代の感染症対策においては、感染症が発

生してから防疫措置を講ずる事後対応型から、国内外

における感染症発生動向調査のための体制を確立す

ることに加え、本予防計画、基本指針及び特定感染症

予防指針に基づく取組を通して、普段から感染症の発

生及びまん延の防止に重点を置いた事前対応型に転

換を図ります。 
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（２）県民個人個人に対する感染症の予防及び治療に

重点を置いた対策 

感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報

の収集及び分析とその分析の結果並びに感染症の予

防及び治療に必要な情報の県民への積極的な公表を

進めつつ、県民個人個人における予防及び感染症の

患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早 

期治療の積み重ねによる社会全体の予防を推進して

いきます。 

 

 

 

（３）人権の尊重 

感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本

とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、

一人一人が安心して社会生活を続けながら良質かつ

適切な医療を受けられ、入院の措置がとられた場合に

は早期に社会に復帰できるような環境の整備に努め

ます。 

 

さらに、感染症に関する個人情報の保護には十分

留意し、感染症に対する差別や偏見の解消のため、報

道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通

 

 

 

 

 

 

 

（２）県民個人個人に重点を置いた対策 

 

今日、多くの感染症の予防及び治療が可能となって

きていることから、従来の集団防衛に重点を置いた考

え方から、感染症の発生状況や動向、原因に関する

情報の収集・分析と、その分析の結果及び感染症の

予防・治療に必要な情報の積極的な県民への公表を

的確に行うことにより、県民個人個人の予防意識を高

め、加えて感染症の患者に対する良質かつ適切な医

療の提供を通じた早期治療の積み重ねによる社会体

の予防の推進に転換を図ります。 

 

（３）人権の尊重 

感染症のまん延を防ぐ手段として、患者等を社会か

ら切り離す視点で捉えるのではなく、感染症の予防と

患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、

患者個人の意思や人権を尊重し、一人一人が安心し

て社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受け

られ、早期に社会に復帰できるような環境の整備に努

めます。 

さらに、感染症に関する個人情報の保護には十分

留意し、また、感染症に対する差別や偏見の解消のた

め、報道機関に協力を求めるなど、あらゆる機会を通
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じて正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

（４）健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対

応 

感染症は、周囲へまん延する可能性があり、県は、

県民の健康を守るための健康危機管理の観点に立っ

た迅速かつ的確な対応を行う必要があります。 

そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不

可欠であり、感染症の病原体の検査を含めた総合的

な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、疫学的

視点を重視しつつ、行政機関内の関係部局はもちろん

のこと、その他の関係者が適切に連携して迅速かつ的

確に対応できる体制の整備を行うとともに、基本指針

及び予防計画に基づき、また健康危機管理の段階に

応じた行動計画等の策定及びその周知を通じ、健康

危機管理体制の構築を行います。 

 

（５）予防接種の推進 

県は、予防接種に関する正しい知識の普及に取り

組むとともに、県内の市町村間の広域的な連携の支

援や、国との連絡調整を行います。 

市町村は、定期接種に係る対象者への周知、医師

会等と連携した接種体制の整備に取り組みます。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

じて正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

（４）健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対

応 

感染症の発生は、周囲へまん延する可能性がある

ため、県民の健康を守るための健康危機管理の視点

に立った迅速かつ的確な対応が求められます。 

そのためには、感染症の発生状況等の的確な把握

が不可欠であり、感染症の病原体の検査を含めた総

合的な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、行

政機関内の関係部局はもちろんのこと、医療機関や医

療関係団体と適切に連携し、迅速かつ的確に対応でき

る体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

（５）結核対策の総合的な推進 

本県の結核を取り巻く状況は、患者に占める高齢者

の割合の増加や、診断・治療技術の格段の向上など

大きく変化してきています。 

これらの変化に対応し、より効果的な結核対策を実

施するため、結核対策に係る具体的な対策プランを策
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４ 実施機関等の役割 

（１）地方公共団体の果たすべき役割 

ア 県 

県は、施策の実施に当たり、国及び他の地方公共

団体と相互に連携を図りつつ、感染症の発生の予防

及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、情

報の収集及び分析並びに県民への情報の提供に努

め、正しい知識の普及を図ります。 

また、人材の確保及び養成並びに資質の向上を図

るとともに、迅速かつ的確な検査体制の整備に努めま

す。 

さらに、社会福祉等の関連施策との連携に配慮した

医療提供体制の整備など感染症対策に必要な基盤整

備に努めます。 

県は、感染症対策に係る連携協議会を設置し、予防

計画の策定等を通じて、県、保健所設置市その他の関

係機関の平時からの意思疎通、情報共有、連携を推

進します。 

県は、保健所については地域における感染症対策

の中核的機関として、地方衛生研究所（県においては

「熊本県保健環境科学研究所」をいう。以下同じ。）に

ついては感染症の技術的専門機関として、それぞれ

の役割が果たされるよう体制整備や人材育成等に取

り組みます。 

県は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む

人材の確保、他の地方公共団体等への人材派遣、国

及び他の地方公共団体からの人材の受入れ等に関す

る体制を構築します。感染症法第３６条の２第１項に規

定し、本県における結核対策を総合的に推進します。 

 

 

（６）熊本県の果たすべき役割 

 

施策の推進に当たり、国及び他の地方公共団体と

相互に連携を図りつつ、感染症の発生の予防及びま

ん延の防止のための施策を講ずるとともに、情報の収

集及び分析並びに県民への情報の提供に努め、正し

い知識の普及を図ります。 

また、人材の確保及び養成並びに資質の向上を図

るとともに、迅速かつ的確な検査体制の整備に努めま

す。 

さらに、社会福祉等の関連施策との連携に配慮した

医療提供体制の整備など感染症対策に必要な基盤整

備に努めます。 

 

 

 

 

また、保健所は地域における感染症対策の中核的

機関として、保健環境科学研究所（地方衛生研究所）

は感染症の技術的専門機関として、その役割が果たさ

れるよう機能強化を図り、熊本市域は感染症対策につ

いて熊本市が所管することから、熊本市保健所又は熊

本市の地方衛生研究所である熊本市環境総合研究所

と連携して対応します。 
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定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期

間（以下「新興感染症発生等公表期間」という。）には、

情報集約、地方公共団体間調整、業務の一元化等の

対応により、保健所設置市等を支援します。 

県は、複数の都道府県等にわたり広域に感染症の

まん延のおそれがあるときには、近隣の都道府県等

や、人及び物資の移動に関して関係の深い都道府県

等と相互に協力しながら感染症対策を行います。ま

た、このような場合に備え、国と連携を図りながらこれ

らの都道府県等との協力体制についてあらかじめ協

議します。また、新興感染症発生等公表期間におい

て、迅速に体制を移行し、対策が実行できるよう、医療

提供体制、保健所、検査及び宿泊療養の対応能力を

構築します。 

 

イ 保健所設置市 

保健所設置市は、国の基本指針及び県の予防計画

に即して予防計画を策定することに鑑み、予防計画を

立案する段階から、県と相互に連携して感染症対策を

行う必要があります。 

保健所設置市は、保健所については地域における

感染症対策の中核的機関として、地方衛生研究所（保

健所設置市においては「熊本市環境総合センター」を

いう。以下同じ。）については感染症の技術的専門機

関として、それぞれの役割が果たされるよう体制整備

や人材育成等に取り組みます。 

保健所設置市は、複数の都道府県等にわたる広域

的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、

近隣の都道府県等や、人及び物資の移動に関して関

係の深い都道府県等と相互に協力しながら感染症対

 

 

 

 

なお、広域的な地域に感染症のまん延のおそれが

あるときには、近隣や、ヒト、モノの移動に関して関係

の深い都道府県と相互に協力しながら対策を行いま

す。また、このような場合に備え、近隣県等とあらかじ

め協議を行い、国と連携を図りながら協力体制の確立

を図ります。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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策を行います。また、このような場合に備え、国と連携

を図りながらこれらの都道府県等との協力体制につい

てあらかじめ協議をしておくことに努めます。また、新

興感染症発生等公表期間において、迅速に体制を移

行し、対策が実行できるよう、医療提供体制、保健所、

検査及び宿泊療養の対応能力を構築します。 

 

ウ 保健所設置市以外の市町村 

保健所設置市以外の市町村は、定期予防接種の推

進や住民への啓発などを通じて、住民の感染症の予

防に対する理解を促進するとともに、新たな感染症が

発生した場合には、県や保健所と連携して対策を講じ

る必要があります。 

 保健所設置市以外の市町村は、自宅療養者等への

療養環境の整備等、県が実施する施策への協力や感

染状況等の情報提供、相談対応を通じて住民に身近

な立場から感染症の発生及びまん延の防止を図りま

す。 

 

（２）県民の果たすべき役割 

県民は、感染症に関する正しい知識を持ち、日頃か

らその予防に必要な注意を払うよう努めることが必要

です。 

感染症は誰もが感染する可能性があるものであり、

通常の疾病にり患した人と何ら変わるものでないこと

を理解することも重要です。 

さらに、偏見や差別により、感染症の患者や家族等

の人権を損なわないように心がけなければなりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）県民の果たすべき役割 

県民は、感染症に関する正しい知識を持ち、日頃か

らその予防に必要な注意を払うよう努めることが必要

です。 

また、感染症はだれもが感染する可能性があるもの

であり、通常の疾病にり患した人と何ら変わるものでな

いことを理解することも重要です。 

さらに、偏見や差別により、感染症の患者や家族等

の人権を損なわないように心がけなければなりませ

ん。 
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（３）医師等の果たすべき役割 

医師及びその他の医療関係者は、上記「（２）県民の

果たすべき役割」に加え、医療関係者の立場で正しい

知識を県民に提供し、国及び地方公共団体の施策に

協力するとともに、感染症の患者や家族等が置かれて

いる状況を深く認識し、患者等に対する適切な説明を

行い、その理解の下に良質かつ適切な医療を提供す

るよう努めなければなりません。 

病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、

高齢者施設や障害者施設等の開設者等は、施設にお

ける感染症の発生の予防やまん延の防止のために必

要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

保険医療機関又は保険薬局は、感染症の入院患者

の医療その他必要な医療の実施について、国又は地

方公共団体が講ずる措置に協力するものとします。特

に公的医療機関等（感染症法第３６条の２第１項に規

定する公的医療機関等をいう。以下同じ。）、地域医療

支援病院及び特定機能病院は、新興感染症発生等公

表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症

又は新感染症（以下「新興感染症」という。）に係る医

療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適

確に講ずるため、知事が通知する医療の提供等の事

項について、措置を講じなければなりません。 

 

（４）獣医師等の果たすべき役割 

獣医師及びその他の獣医療関係者は、上記「（２）県

民の果たすべき役割」に加え、獣医療関係者の立場で

正しい知識を県民に提供し、国及び地方公共団体の

施策に協力するとともに、感染症の予防に寄与するよ

う努めなければなりません。 

（８）医師等の果たすべき役割 

医師及びその他の医療関係者は、上記「（７）県民の

果たすべき役割」に加え、医療関係者の立場で正しい

知識を地域の人達に提供し、行政機関の感染症予防

施策に積極的に協力するとともに、感染症の患者や家

族等が置かれている状況を深く認識し、患者等に対す

る適切な説明を行い、その理解の下に良質かつ適切

な医療を提供するよう努めなければなりません。 

さらに、病院、診療所、病原体等の検査を行ってい

る機関、老人福祉施設等の開設者等は、施設におけ

る感染症の発生の予防やまん延の防止のために必要

な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）獣医師等の果たすべき役割 

獣医師及びその他の獣医療関係者は、上記「（７）県

民の果たすべき役割」に加え、獣医療関係者の立場で

正しい知識を地域の人たちに提供し、行政機関の感染

症予防施策に積極的に協力するとともに、感染症の予

防に寄与するよう努めなければなりません。 
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動物等取扱業者（感染症法第５条の２第２項に規定

する者をいう。）は、上記「（２）県民の果たすべき役割」

に加え、自らが取り扱う動物等が感染症を人などに感

染させることがないように、感染症の予防に関する知

識及び技術の習得、動物等の適切な管理その他の必

要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

動物取扱業者は、上記「（７）県民の果たすべき役

割」に加え、自らが取り扱う動物等が感染症を人など

に感染させることがないように、感染症の予防に関す

る知識及び技術の習得、動物等の適切な管理その他

の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。 

 

 

（１０）予防接種の推進 

予防接種は、感染症予防対策の中で主として感受

性対策を受け持つ重要な施策です。 

個人個人の予防接種による免疫の積み上げが、地

域でのまん延を防止する極めて有効な予防につなが

ります。 

そのため、ワクチンに関する正しい知識の普及を進

め、県民の理解を得つつ、積極的に予防接種の推進

を図ります。 

 

（１１）感染症対策における国際協力 

近年の国際化の進展により感染症は、もはや一つ

の国で解決できるものではなく、世界各国が互いに協

力しながら、対策を進めていかなければなりません。 

今後とも、感染症に関して国及び独立行政法人国

際協力機構（ＪＩＣＡ）等と連携を取り、情報交換や研修

生の受け入れ等を推進するとともに、感染症に関する

研究や人材養成の面においても国際的な協力に努め

ます。 

 

３ 熊本県の感染症に係る状況 

（１）概況 

① 地理的特性 
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本県は、九州のほぼ中央に位置し、面積7,406㎢と

全国で15位、九州では鹿児島県、宮崎県に次ぐ広い

面積を有しています。 

県北部は、熊本平野の北端にあたり、福岡、大分県

境の山間地域が衝立状に連なっています。 

また、県東部は、阿蘇連山から連なる九州脊梁山系

の1,000m級の山々が宮崎県境を南下しています。 

県南部は鹿児島県と接し、山地により境界を形成し

ております。 

県西部は、有明海、八代海、東シナ海に面していま

す。 

そのため、夏期においては、南西の湿潤な季節風

が流れ込み、平野部では高温多湿であるため、感染

症の発生との関連にも留意する必要があります。 

② 人口及び人口構成 

本県の人口は、昭和20年代の高出生率により急速

に増加し、同31年に190万人台に達しましたが、同30年

代から40年代にかけての高度経済成長により、若年

層の人口流出が続き、同47年に160万人台まで減少し

ました。その後、漸次増加に転じ、現在180万人台で推

移しています。 

人口の構成では、平成17年の国勢調査時点で15歳

未満の年少人口が総人口の14.3％、15歳以上65歳未

満の生産年齢人口が62.0％、65歳以上の老年人口が

23.7％と老年人口が年少人口を上回っており、高齢化

が一段と進みつつあります。 

そのため、高齢者に対する感染症対策を一層推進

していくことが必要となっています。 

③ 交流人口の現状 

経済活動の活発化と国際化により、人の動きも広範
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囲に活発な動きを見せています。 

さらに、県下には、３か所の検疫所出張所（港２、空

港１）があり、海外からの物資の流入も増加していま

す。 

本県の西部は、東シナ海に面していることから、過

去に度々外国人の不法入国事件が発生しています。

そのため、人的、物的両面からの輸入感染症対策が

必要となっています。 

 

（２）感染症の状況 

平成２１年４月、メキシコに端を発した新型インフル

エンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）は瞬く間に世界中に拡大し、同年５

月の国内初の新型インフルエンザ患者の発生に続き、

翌６月には県内でも初めての患者が確認されました。

それ以降、世界中で感染拡大を続けている新型インフ

ルエンザは、季節性インフルエンザと臨床像において

類似していること、一部重症者を除き患者の大半は軽

症で回復していることで、季節インフルエンザと同様の

対策が進められていますが、一人一人の感染予防の

取組みや、正しい情報に基づいた冷静な行動の重要

性を改めて認識されたところです。 

また、平成１９年に関東地方を中心に１０代、２０代

で麻しん（はしか）が流行し、本県でも平成２０年に９０

件の発生が確認されました。現在は、平成２４年度ま

での麻しん排除を目標に、予防接種対象者を拡大する

とともに、接種率の向上に向け関係機関が連携して取

組を進めています。 

その他、県内において平成１５年まで増加傾向にあ

った腸管出血性大腸菌感染症の発生については、近

年は減少傾向に転じていますが、施設内での集団発
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生など依然として多くの発生が報告されています。ま

た、発生数は少ないものの、天草地域に集中している

日本紅斑熱の発生については、平成１８年から３年連

続で増加しています。 

なお、県内における感染症の発生状況は、次のとお

りです。 

 

※4類及び5類感染症は、Ｈ１６～Ｈ２０において県内で

発生した感染症を抜粋。 

※－は感染症法上、届出対象になっていなかった期

間。 
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第２章 感染症の発生の予防のための施策        

１ 基本的な考え方 

感染症の発生の予防対策は、事前対応型行政の構

築を中心として、県及び保健所設置市（以下「県等」と

いう。）が国や関係機関と連携を図りながら、具体的な

感染症対策を企画、立案、実施及び評価していくこと

が重要です。 

 

 

 

感染症の発生の予防のための対策として日常行わ

れるべき施策としては、感染症が発生する前あるいは

発生の直後にその動きを捉えて、県民及び関係機関

に情報を提供し、初期予防対策の徹底を図るため、感

染症発生動向調査をその中心として位置づけます。 

 

平時（患者発生後の対応時（感染症法第４章又は感

染症法第５章の規定による措置が必要とされる状態を

いう。以下同じ。）以外の状態をいう。以下同じ。）にお

ける食品保健対策、環境衛生対策等について、関係

機関及び関係団体との連携を図りながら具体的に講

ずる必要があります。また、患者発生後の対応時にお

いては、感染症のまん延の防止のための施策に関す

る事項につき適切に措置を講ずる必要があります。 

また、予防接種による予防が可能で、ワクチンの有

効性及び安全性が確認されている感染症について

は、予防接種法に基づき適切に予防接種が行われる

ことが重要です。 

 

 

第２章 感染症の発生の予防のための施策 

１ 基本的な考え方 

（１）感染症の発生の予防対策においては、感染症対

策の基本原則である、｢感染源対策｣、｢感染経路対

策｣、｢感受性対策｣のそれぞれについて適切な対応策

を講じることが求められています。 

県は、国や他の自治体や関係機関との連携を図り

ながら、具体的な感染症対策を企画、立案、実施及び

評価します。 

 

（２）感染症の発生予防のため日常的に行われるべき

対策としては、感染症が発生する前あるいは発生の

直後にその動きを捉えて、県民及び関係機関に情報

を提供し、初期予防対策の徹底を図るため、感染症発

生動向調査を重要な施策のひとつに位置づけます。 

 

さらに、平時における食品衛生対策、環境衛生対

策、感染症の県内への進入防止対策について、関係

機関及び関係団体との連携を図りながら、施策を講じ

ていきます。 

 

 

 

 

（３）予防接種による予防が可能で、ワクチンの有効性

及び安全性が確認されている感染症については、予

防接種法に基づき適切に予防接種が行われることが

重要です。 

このため、予防接種を希望する人がいつでもどこで
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２ 主な取組 

（１）感染症の発生動向の収集・分析及び公表 

県は、感染症発生動向調査を実施し、感染症に関

する情報の収集及び熊本県感染症発生動向調査企画

委員会を中心とした分析を行うとともに、県民をはじ

め、市町村や医療関係者等に対して情報を公表しま

す。情報の分析に当たって、必要時には専門家とも連

携して分析を行います。 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染

症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定

感染症及び新感染症の情報収集、分析及び公表につ

いては、統一的な体系で進めていくことが不可欠であ

ることから、県等は、特に医療現場の医師に対して、

感染症発生動向調査の重要性についての理解を求

め、医師会等を通じ、その協力を得ながら適切に進め

ていきます。 

県等は、最新の医学的知見を踏まえた感染症発生

動向調査の実施方法の見直しや、デジタル化が進む

中での迅速かつ効果的に情報を収集・分析する方策

についての検討を推進します。 

 

（２）感染症法の届出事項の周知徹底 

も安心して受けられるよう、居住地以外の医療機関で

も接種が可能となる予防接種の広域化の拡充を図り

ます。 

また、予防接種についての総合的な情報提供の窓

口として「熊本県予防接種センター」を設置していま

す。（平成２１年度現在、熊本市医師会に委託して熊本

地域医療センターに設置しています。） 

 

２ 感染症発生動向調査 

 

（１）感染症発生動向調査は、感染症に関する情報を

収集し、熊本県感染症発生動向調査企画委員会を中

心に分析し、県民をはじめ、市町村や医療関係者等

に対して感染症に関する情報を公表していく、感染症

予防のための重要な施策です。 

 

（２）１類、２類、３類、４類及び５類感染症の情報収

集、分析及び公表については、精度管理を含めた全

国一律の基準及び体系で進めていくことが不可欠で

あり、特に医療現場の医師に対して、感染症発生動向

調査の重要性についての理解を求めることが基本と

なります。 
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県等は、感染症法第１２条に規定する届出義務につ

いて、医師会等を通じて周知を行い、病原体の提出を

依頼するとともに、感染症発生届及び積極的疫学調査

に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染症対

策の推進に活かすために、感染症指定医療機関に対

する電磁的方法による届出等の義務や新型インフル

エンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者

が入院、退院又は死亡した場合における電磁的方法

による報告の義務について周知します。 

一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者並びに新感染症にかか

っていると疑われる者については、感染症法に基づ

き、健康診断等の感染症の発生の予防又はまん延の

防止並びに患者に対する良質かつ適切な医療の提供

が迅速かつ適切に行われる必要があり、また、四類感

染症については、病原体に汚染された場合の消毒、ね

ずみ族の駆除等の感染症の発生の予防及びまん延

の防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必要

があるほか、一部の五類感染症についても、感染の拡

大防止のための迅速な対応が行われる必要があるこ

とから、県等は、医師から知事及び保健所設置市の長

（以下「知事等」という。）への届出が適切に行われるよ

う、医師会等を通じて周知を行います。 

二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感

染症の疑似症については、感染症の発生の予防及び

まん延の防止のための措置が迅速かつ適切に行われ

る必要があることから、県等は、感染症法第１４条に規

定する指定届出機関から知事等への届出が適切に行

われるよう医師会等を通じて周知を行います。また、

二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症の患者発生に伴う医師の届出については、

患者に対し良質かつ適切な医療が迅速に提供され、

また、接触者に対する健康診断等が速やかに行わ

れ、又は病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ族

の駆除等が迅速かつ適切に行われることにより、感染

症の発生予防及びまん延防止が図られることとなるた

め、届出が適切に行われるよう医師会等を通じて周知

を図ります。 
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症の疑似症について、厚生労働大臣が認めたときは、

指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、

知事等への届出を求めることとします。 

 

（３）指定届出機関の指定 

県は、感染症法第１４条第１項及び第１４条の２第１

項に規定する医療機関の指定について、定量的な感

染症の種類ごとの罹患率等の推定を含めて、感染症

の発生の状況及び動向の正確な把握ができるよう、次

のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

また、５類感染症に係る指定届出機関（感染症法第

14条）の指定にあたっては、定量的な感染症の種類ご

との罹患率等の推定を含めて、感染症の発生動向の

正確な把握ができるよう、次のとおり指定届出機関を

定めます。 

 

 

 

（３）感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者

への良質かつ適切な医療の提供のために不可欠であ
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

り、さらには、２次感染の発生予防及びまん延防止の

ためにも極めて重要な意義を有しています。 

したがって、国及び他の地方自治体との連携のもと

に、病原体に関する情報を統一的に収集、分析し、公

表する体制の整備を図ります。 

 

（４）新型インフルエンザウイルスが出現した場合の健

康危機管理体制を有効に機能させるためには、まず、

新型インフルエンザウイルスの出現を迅速かつ的確

に把握することが不可欠であることから、国及び他の

地方自治体と連携し、国内外の情報収集に努めま

す。 

 

（５）海外の感染症情報については、国、世界保健機

構（ＷＨＯ）等関係機関が提供する情報に注意を払

い、保健所その他県内の関係機関へ積極的な情報提

供に努めます。 

 

３ 結核に係る定期の健康診断 

（１）高齢者をはじめ、大都市等で問題となっているホ

ームレス等発病リスクの高い住民層の方や発病する

と二次感染を起こしやすい職業に就労している方等、

定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的で

あると認められる方については、重点的に健康診断を

実施します。 

 

（２）市町村が実施する定期の健康診断の対象者につ

いては、市町村の意見を踏まえ、県が策定する結核

対策に係る具体的な対策プランの中で定めます。 
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（４）感染症対策部門と関係機関・団体との連携 

ア 食品衛生部門との連携 

飲食に起因する感染症である食品媒介感染症の予

防のため、食品の検査及び監視を要する業種や給食

施設への発生予防指導については、食品衛生部門

が、二次感染によるまん延防止等の指導及び助言、

県民への情報提供については、感染症対策部門がそ

れぞれ主体的に取り組むこととし、両部門が連携を図

りながら対策を講じます。 

 

 

 

イ 環境衛生部門との連携 

 

県等の感染症対策部門は、平時において、水や空

調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生

を予防するために、環境衛生部門と連携し、感染症を

媒介するねずみ族及び昆虫等（以下「感染症媒介昆虫

等」という。）の駆除並びに防鼠及び防虫に努めること

の必要性等の正しい知識の普及、蚊を媒介する感染

症が流行している海外の地域等に関する情報の提

供、カラス等の死亡鳥類の調査、関係業種への指導

等を行います。 

平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠

及び防虫は、感染症対策の観点からも重要であり、こ

の場合の駆除並びに防鼠及び防虫については、地域

によって実情が異なることから、各市町村が各々の判

断で適切に実施することが必要です。なお、駆除に当

たっては、過剰な消毒や駆除とならないよう配慮しま

す。 

４ 感染症の予防のための対策と食品衛生対策の連

携 

感染症の感染経路のうち、経口感染の重要な分野

を占める食品については、食品媒介感染症の予防を

効果的に行うため、食品衛生部門が主体となり、食中

毒対策の一環として給食施設等の監視、指導及び検

査に努めます。 

また、２次感染によるまん延防止等の情報の指導や

県民への情報提供については感染症対策部門が主体

となるとともに、相互の連携を図りながら対策を講じま

す。 

 

５ 感染症の予防のための対策と環境衛生対策の連

携 

感染症の発生の予防においては、平時から水や空

調設備、ねずみ族及び昆虫等、病原微生物を伝播す

る媒体に対する関心を高めておくことが重要です。こ

のため、県民に対する正しい知識の普及、情報の提

供、関係業種への指導等について、環境衛生部門と

連携を図りながら対策を講じます。 

 

 

 

感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等の駆除は、

感染症対策の観点からも重要であり、各市町村が地

域住民の協力のもと適切に実施することが必要です。 

なお、駆除に当たっては、過剰な消毒や駆除となら

ないよう配慮します。 
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ウ 動物衛生部門との連携 

県等の感染症対策部門は、積極的疫学調査の一環

としての動物の病原体保有状況調査（動物由来感染

症の病原体の動物における保有の状況に係る調査）

による情報収集のため、保健所、地方衛生研究所、動

物衛生部門、環境衛生部門等と連携し、調査に必要な

体制を整備します。 

動物由来感染症の予防のため、県等の感染症対策

部門と動物衛生部門が連携し、動物由来感染症に対

する必要な措置等が速やかに行われるよう獣医師等

に対し、感染症法第１３条及び狂犬病予防法に規定す

る届出義務について周知を行うとともに、ワンヘルス・

アプローチ（人間及び動物の健康並びに環境に関する

分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解

決に向けて取り組むことをいう。）に基づき、保健所等

と関係機関及び医師会、獣医師会などの関係団体等

が情報交換を行うこと等により連携を図り、県民への

情報提供を進めます。 

 

エ 検疫所との連携 

県等は、連携協議会等を活用し、平時から検疫所と

の連携体制を構築するとともに、県は、検疫所長が必

要に応じて医療機関への入院の委託等に関する協定

を締結する際は、あらかじめ協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 感染症の予防のための対策と検疫所との連携 

今日の感染症の発生は、海外旅行など外国からの

持ち込みや、輸入食品等に関わるケースも多くなって

おり、水際となる検疫所の役割も大きくなっています。 

現在、入国時の検疫は、検疫法に基づき検査等が

実施され、また必要に応じ入国者の健康状態の異状

の有無についても確認することとなっており、これらの

結果は都道府県に連絡されることとなっています。 

そのため、検疫所との連携を密にし、県内での感染

症のまん延の防止を図ります。 
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オ 関係機関及び関係団体との連携 

県等は、感染症の予防を効果的かつ効率的に進め

ていくために、連携協議会等を活用し、医療機関、医

療関係団体、高齢者施設等関係団体、保健所、消防

機関、教育機関その他の関係機関等との連携を図り

ます。さらに、広域での対応に備え、県は、国や他の

都道府県等との連携強化を図ります。 

 

 

第３章 感染症のまん延の防止のための施策 

１ 基本的な考え方 

感染症のまん延防止対策の実施に当たっては、健

康危機管理の観点に立ち、迅速かつ的確に対応する

とともに、患者等の人権を尊重することが重要です。ま

た、県民個人個人の予防及び良質かつ適切な医療の

提供を通じた早期治療の積み重ねによる社会全体の

予防の推進を図っていくことが基本です。 

 

 

感染症のまん延防止のためには、県等が感染症発

生動向調査等による情報の公表等を行うことにより、

患者等を含めた県民、医療関係者等の理解と協力に

基づいて、県民が自ら予防に努め、健康を守る努力を

行うことが重要です。 

知事は、新興感染症の発生の状況、動向及び原因

また、交通手段、特に航空機の発達により、海外で

感染症に感染後潜伏期間内に検疫所をすり抜けて、

県内に入り込む可能性もあることから、あらゆる感染

症へ対応できるような体制の整備を進めます。 

 

７ 関係機関及び関係団体との連携 

感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくた

め、国や県の感染症対策部門、食品衛生部門、環境

衛生部門等が適切に連携を図っていくとともに、学校

保健や産業保健等との連携に努めます。 

また、国との連携体制、地方公共団体相互の連携

体制、行政機関と医師会等の医療関係団体の連携体

制を整備します。 

 

第３章 感染症のまん延の防止のための施策 

１ 基本的な考え方 

（１）感染症のまん延防止対策の実施に当たっては、

健康危機管理の観点に立ち、迅速かつ的確に対応す

ることとし、その際は、患者等の人権を尊重することと

します。 

また、県民個人個人の予防及び良質かつ適切な医

療の提供を通じた、早期治療の積み重ねによる社会

全体の予防の推進を図ることを基本とします。 

 

（２）感染症のまん延防止のためには、感染症発生動

向調査等による情報の公表等を行うことにより、患者

等を含めた県民、医療関係者等の理解と協力に基づ

いて、県民が自ら予防に努め、健康を守るため、努力

するよう促します。 
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に関する情報の公表に関して、当該情報に関する県

民の理解の増進に資するため必要があると認めるとき

は、市町村長に対し、必要な協力を求めます。また、

当該協力のために必要があると認めるときは、協力を

求めた市町村長に対し、個人情報の保護に留意の

上、患者数及び患者の居住地域等の情報を提供しま

す。 

対人措置（感染症法第４章に規定する措置をいう。

以下同じ。）等一定の行動制限を伴う対策を行うに当

たっては、必要最小限のものとするべきであり、仮に

措置を行う場合であっても患者等の人権の尊重が必

要です。 

知事等が対人措置及び対物措置（感染症法第５章

に規定する措置をいう。以下同じ。）を行うに当たって

は、感染症発生動向調査等により収集した情報を適切

に活用する必要があります。 

 

特定の地域に感染症が集団発生した場合における

医師会等の医療関係団体等や近隣の地方公共団体と

の役割分担及び連携体制について、あらかじめ定めて

おくことが必要であり、複数の都道府県等にまたがる

ような広域的な感染症の発生に備えて、国や他の都

道府県等との相互の連携体制を構築しておくことが必

要です。 

 

 

感染症のまん延防止のため緊急の必要があるとき

は、必要に応じ、県は、予防接種法第６条に基づく指

示を行い、臨時の予防接種が適切に行われるようにす

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）入院措置や就業制限など一定の行動制限を伴う

対策は必要最小限のものとし、またその措置は十分

な説明と同意に基づくことを原則とし、患者等の人権

を十分尊重するよう努めます。 

 

（４）対人措置（健康診断、就業制限及び入院）及び対

物措置（消毒その他の措置）を実施するにあたって

は、感染症発生動向調査等により収集された情報を

適切に活用します。 

 

（５）特定の地域に感染症が集団発生した場合におけ

る医師会等の医療関係団体や近隣の地方公共団体

との役割分担及び連携体制については、あらかじめ

定めることとし、複数の県にまたがるような広域的な

感染症の発生に備えて、国や他の都道府県との相互

の連携体制を構築するよう努めます。 

なお、平日はもとより、休日、夜間においても常に連

絡が取れるよう緊急時の連絡体制を整備します。 

 

（６）感染症のまん延防止のため、緊急の必要がある

ときは予防接種法に基づき、臨時に予防接種を行い、

又は市町村に予防接種を行うよう指示します。 
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２ 主な取組 

（１）積極的疫学調査の実施 

ア 積極的疫学調査の実施 

県等は、以下の場合に、感染症法第１５条に規定す

る感染症の発生の状況、動向及び原因の調査（以下

「積極的疫学調査」という。）を的確に行います。 

I.一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染

症又は新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、

又は発生した疑いがある場合  

II.五類感染症の発生の状況に異状が認められる場

合  

III.国内で発生していない感染症であって、国外でま

ん延しているものが発生するおそれがある場合  

IV.動物が人に感染させるおそれがある感染症が発

生し、又は発生するおそれがある場合 

V.その他、知事等が必要と認める場合  

 

イ 積極的疫学調査の実施方法等 

県等は、積極的疫学調査の実施に当たっては、対

象者の協力を得られるようその趣旨をよく説明し、理解

を得ることに努めます。また、一類感染症、二類感染

症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新

感染症の所見がある者については、正当な理由なく積

極的疫学調査に応じない場合には、指示、罰則の対

象となることを、人権に配慮した上で、あらかじめ丁寧

に説明します。  

また、積極的疫学調査の実施に当たり、県等は、地

方衛生研究所、動物衛生部門等と密接な連携を図り、

必要に応じて、国立感染症研究所、国立研究開発法

 

 

２ 積極的疫学調査 

 

（１）積極的疫学調査は、１類、２類、３類又は４類感染

症の発生、及び５類感染症等の発生状況が通常と異

なる傾向が認められた場合、国内で感染症の患者は

発生していないが海外で感染症が流行し、県内にお

ける当該感染症の発生の予防上必要と認められる場

合、感染症の病原体を媒介すると疑われる動物につ

いての調査が必要な場合等に行います。 

その実施にあっては、個別の事例に応じた適切な判

断により迅速に対応し、感染症のまん延防止を図りま

す。 

 

 

 

 

 

（２）積極的疫学調査を実施する保健所等は、平常時

より初動体制を整備し、関係者の理解と協力を得つ

つ、関係機関と密接な連携を図ることにより、詳細な

流行状況、病原体、感染源、感染経路等の究明を迅

速に行います。 

特に原因等が不明の感染症、新感染症及び指定感

染症が発生した場合においては、早急に原因等を究

明し被害の拡大を防止するため、熊本県実地疫学調

査チーム（ＦＥＩＴ：field epidemiology investigation team）

を発動します。 
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人国立国際医療研究センター、他の都道府県等の地

方衛生研究所等の協力を得ながら、地域における流

行状況の把握並びに感染源及び感染経路の究明を迅

速に進めます。 

なお、原因等が不明の健康危機が発生した場合に

おいては、早急に原因等を究明し被害の拡大を防止

するため、県は、熊本県実地疫学調査チーム（ＦＥＩＴ：

field epidemiology investigation team）を派遣して対応し

ます。 

また、県等は、他の都道府県等から協力の求めが

あった場合は、必要な支援を積極的に行うとともに、緊

急時において、国が積極的疫学調査を実施する場合

には、国と連携をとりながら必要な情報の収集を行い

ます。 

 

（２）対人措置の実施 

ア 健康診断等における手続等 

県等は、検体の採取等、健康診断、就業制限及び

入院勧告又は措置等の対人措置を実施するに当たっ

ては、感染症の発生及びまん延に関する情報を患者

等に提供し、その理解と協力を求めながら行うことを基

本とし、人権の尊重の観点から必要最小限度のものと

するとともに、審査請求に係る教示等の手続及び感染

症法第２０条第６項に基づく患者等に対する意見を述

べる機会の付与を厳正に行います。 

 

イ 検体の採取等 

県等は、以下の者を対象とし、検体の提出若しくは

検体の採取に応じるべきことの勧告又は検体の採取

の措置を行います。 

（３）積極的疫学調査を行う場合は、必要に応じて国立

感染症研究所、国立国際医療センター、他の都道府

県等の地方衛生研究所等の協力を求めながら実施し

ていきます。 

さらに、協力の求めがあった場合には、国や他の地

方公共団体に対し必要な支援を積極的に実施してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 健康診断、就業制限及び入院 

 

（１）健康診断、就業制限及び入院等の対人措置を伴

う対策を行うに当たっては、患者等の人権を十分尊重

するとともに、感染症の発生及びまん延に関する情報

を患者等に提供し、その理解と協力を求めることを基

本とします。 

また、審査請求に係る教示等の手続及び感染症法

第20条第6項に基づく患者等に対する意見を述べる機

会の付与を厳正に行います。 

 

（新設） 
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I.一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエン

ザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原

体保有者若しくは感染症の患者と接触した者など当該

感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあ

る者 

II.新感染症の所見がある者若しくは新感染症にか

かっていると疑うに足りる正当な理由のある者 

 

ウ 健康診断 

県等は、病原体の感染経路その他の事情を十分に

考慮した上で、当該感染症にかかっていると疑うに足

りる理由のある者を対象とし、健康診断の勧告等を行

います。また、情報の公表を的確に行うことにより、県

民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨します。 

 

 

エ 就業制限 

就業制限については、その対象者の自覚に基づく

自発的な休暇や就業制限の対象以外の業務に一時

的に従事すること等により対応することを基本とし、県

等は、対象者その他の関係者に対し、このことの周知

を図ります。 

 

オ 入院勧告 

知事等は、入院勧告を行う際、県等の職員から患者

等に対して、入院の理由、退院請求、審査請求に関す

ること等、入院勧告の通知に記載する事項を含め十分

な説明を行います。 

また、県等は、入院勧告の実施後、講じた措置の内

容や提供された医療の内容及び患者の病状につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康診断の勧告等を行うに当たっては、病原体の

感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、科学

的に当該感染症に罹患していると疑うに足りる理由の

ある者を対象とします。また、情報の公表を的確に行

うことにより、県民が自発的に健康診断を受けるよう

勧奨します。 

 

 

（３）就業制限については、その対象者の自覚に基づく

自発的な休暇、就業制限の対象以外の業務に一時的

に従事することなどにより対応することが基本であり、

対象者その他の関係者に対し、このことの周知を図り

ます。 

 

 

（４）入院の勧告等に係る入院においては、医師から

患者等に対する十分な説明と同意に基づいた医療の

提供が基本であり、入院後も感染症法第24条の2に基

づく処遇についての知事に対する苦情の申出や、必

要に応じて十分な説明及びカウンセリング（相談）を通

じ、患者等の精神的不安の軽減を図るよう、関係医療
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て、患者ごとに記録票を作成する等の統一的な把握を

行うとともに、入院後は、感染症法第２４条の２に基づ

く処遇についての県等に対する苦情の申出について

適切に対応するとともに、必要に応じて十分な説明や

カウンセリング（相談）を通じ、患者等の精神的不安の

軽減を図るよう、医療機関に要請します。 

 

 

 

 

 

知事等は、入院勧告等に係る患者等が感染症法第

２２条第３項に基づく退院請求を行った場合には、当該

患者が病原体を有しているかどうかの確認を速やかに

行います。 

 

カ 感染症の診査に関する協議会 

感染症の診査に関する協議会は、感染症のまん延

防止の観点から、感染症に関する専門的な判断はもと

より、患者等への医療の提供及び人権の尊重の視点

も必要であり、協議会委員の委任に当たってはこの趣

旨を十分に考慮します。 

 

当該協議会は、入院勧告又は入院期間延長の対応

が迅速に行われるよう、次のとおり設置します。 

従事者に研修会等の機会を捉えて要請します。 

 

（５）入院の勧告等を行うに際しては、保健所は患者等

に対して、入院の理由、退院請求、審査請求に関する

ことなど、入院勧告等の通知に記載する事項を含め

十分な説明を行います。 

また、入院勧告等を実施した場合にあっては、講じた

措置の内容、提供された医療の内容及び患者の病状

について、患者ごとに記録票を作成するなどの統一的

な把握を行います。 

 

（６）入院の勧告等に係る患者等が感染症法第22条第

3項に基づく退院請求を行った場合には、当該患者が

病原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行

います。 

 

４ 感染症の診査に関する協議会 

（１）感染症の診査に関する協議会は、感染症のまん

延防止の観点から、感染症に関する専門的な判断は

もとより、患者等への医療の提供及び人権の尊重の

視点も必要であり、協議会委員の委任に当たってはこ

の趣旨を十分に考慮します。 

 

（２）感染症の診査に関する協議会は、入院勧告又は

入院期間延長の対応が迅速に行われるよう、次のと

おり保健所ごとに設置します。 
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（３）対物措置の実施 

県等は、消毒、感染症媒介昆虫等の駆除、物件に

対する措置、建物への立入制限又は封鎖、交通の制

限及び遮断等の措置を講ずるに当たり、市町村（保健

所設置市を除く）と連携し、所有者の権利に配慮し必

要最小限にとどめるとともに、可能な限り関係者の理

解を得ながら実施します。 

 

（４）感染症対策部門と各関係部門・機関との連携 

ア 食品衛生部門等との連携 

食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合に

は、県等の食品衛生部門を中心に、試験検査部門及

び感染症対策部門と相互に連携を図りながら、迅速な

原因究明を行います。 

 

 

 

 

５ 消毒、その他の措置 

消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する

措置、建物への立入制限又は封鎖、交通の制限及び

遮断等の措置を講ずるに当たっては、市町村と連携を

図るとともに、個人の権利に配慮しながら、可能な限り

関係者の理解を得て必要最小限の実施とします。 

 

 

（組み替え） 
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病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合に

は、食品衛生部門は感染症対策部門と連携し、原因

物質に汚染された食品等の販売禁止、原因施設の営

業停止等の行政処分、消毒等の指示等、感染拡大防

止のために必要な施策を講じます。 

また、二次感染によるまん延を防止するため、感染

症対策部門は、感染症に関する情報の公表その他必

要な措置を講じます。原因となった食品等の究明は、

県等が、地方衛生研究所等と連携を図りながら行いま

す。 

 

イ 環境衛生部門との連携 

県等の感染症対策部門は、水や空調設備、ねずみ

族及び昆虫等を介した感染症のまん延を防止するた

めに、環境衛生部門と連携して対応します。 

 

ウ 検疫所との連携 

県等は、検疫所より、一類感染症、二類感染症、三

類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染症

若しくは指定感染症の病原体の保有が明らかになった

検疫手続きの対象となる入国者や、検疫感染症及び

新感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留

されない入国者の健康状態に異状のある旨の報告を

受けた場合は、検疫所と連携し、感染症のまん延防止

のために必要な措置を講じます。 

 

エ 関係機関及び関係団体との連携 

県等は、特に感染症の集団発生や原因不明の感染

症が発生した場合に対応できるようにするために、連

携協議会等を活用し、医療機関、医療関係団体、高齢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 
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者施設等関係団体、保健所、消防機関、教育機関そ

の他の関係機関等との連携を図ります。 

 

（５）予防接種 

県は、感染症のまん延防止のため緊急の必要があ

る場合は、必要に応じて予防接種法第６条に基づき、

臨時の予防接種を実施し、又は市町村に予防接種を

実施するよう指示することで、臨時の予防接種が適切

に行われるようにします。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

６ 指定感染症及び新感染症への対応 

（１）指定感染症は、健康危機管理の観点から対策が

確立されるまでの間、緊急避難的に設けられたもので

あることから、国と十分な連携のもとに対処し、まん延

防止に努めます。 

 

（２）新感染症は、感染力やり患した場合の重篤性が

極めて高い１類感染症と同様の危険性を有する一

方、病原体が不明であるという特徴を有するものであ

るため、国と連携をとり、技術的助言を受けながら、ま

ん延防止に努めます。 

 

（３）指定感染症及び新感染症が発生した場合には、

情報の提供等を行う窓口を早急に各保健所に設置

し、まん延防止に努めます。 

 

７ 感染症のまん延の防止のための対策と食品衛生

対策の連携 

（１）飲食に起因する感染症が疑われる疾患が発生し

た場合には、食品衛生部門は主に摂食状況調査を、
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（組み替え） 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

試験検査部門は主に病原体の検査を、感染症対策部

門は主に患者に関する情報を収集するなどの役割分

担により、相互に連携を図りながら、迅速な原因究明

を行います。 

 

（２）病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合

には、食品衛生部門にあっては感染の拡大を防止す

るため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止、

営業停止等の行政処分を行い、また、感染症対策部

門にあっては必要に応じ、消毒等の指示を行います。 

 

（３）２次感染による感染症のまん延防止については、

感染症対策部門において感染症に関する情報の公表

の他必要な措置をとるなどにより、その防止を図りま

す。 

 

（４）原因となった食品等の究明は、保健所が保健環

境科学研究所等との連携を図りながら行います。 

 

８ 感染症のまん延の防止のための対策と環境衛生

対策の連携 

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染

症のまん延防止の対策については、感染症対策部門

が環境衛生部門との連携を図りながら行います。 

 

９ 関係機関及び関係団体との連携 

感染症の集団発生や、原因不明の感染症が発生し

た場合に対応できるよう、国、地方公共団体相互間の

連携体制及び行政機関と医師会等の医療関係団体と

の連携体制を構築します。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 感染症の病原体等の検査体制及び検査能力

の向上  

１ 基本的な考え方 

感染症対策において、病原体等の検査体制及び検

査能力（以下「病原体等の検査体制等」という。）を有

することは、感染拡大防止の観点から極めて重要で

す。 

地方衛生研究所等をはじめとする各検査機関にお

ける病原体等の検査体制等は、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律施行規則に基

づき整備し、管理することが重要です。また、県等は、

感染症指定医療機関のみならず、一般の医療機関に

おける検査、民間の検査機関等における検査等に対

し、技術支援等を実施することが重要です。 

 

１０ 報道機関を通じた情報提供 

（１）１類、２類及び３類感染症が発生した場合並びに

４類及び５類感染症について特異な発生等を示した場

合など、県民への注意喚起を促すなどまん延防止を

図るため、速やかに報道機関を通じ、県民へ情報提

供を行います。 

 

（２）情報提供を行う際は、患者等の人権を尊重しま

す。 

 

（３）報道の際に患者等の人権が尊重されるよう、また

速やかかつ正確に県民へ情報提供がなされるよう、

平常時から報道機関とのリスクコミュニケーションに努

めます。 

 

第４章 感染症の病原体等の検査体制及び検査能力

の向上 

１ 基本的な考え方 

感染症対策において、病原体等の検査体制及び検

査能力を有することは、感染の拡大防止の観点から極

めて重要です。 

 

そのため、保健環境科学研究所を病原体検査及び

研究に係る専門機関と位置づけ、病原体検索をはじめ

感染症情報の中枢として機能の充実を推進するととも

に、保健所における病原体等の検査体制等の充実を

進めます。 

また、感染症指定医療機関、一般の医療機関にお

ける検査、民間の検査機関における検査についても、
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新興感染症のまん延が想定される感染症が発生し

た際に、検査が流行初期の段階から円滑に実施され

るよう、連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と

協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要で

す。また、併せて医師会、民間の検査機関等との連携

を推進することが重要です。 

 

２ 主な取組 

（１）各機関等の取組 

ア 県等の取組  

県等は、新興感染症が発生し、又はまん延した場合

を想定し、連携協議会等を活用し、地方衛生研究所や

保健所における病原体等の検査に係る役割分担を明

確にした上で、それぞれの連携を図るとともに、検体

搬入も含めた手順等についてあらかじめ定めておきま

す。 

また、県等は、地方衛生研究所が十分な試験検査

機能を発揮できるよう、計画的な人員確保や配置等、

平時から体制整備を実施・支援します。 

特に、県は、新興感染症の発生及びまん延時に備

え、検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機

関又は医療機関と検査措置協定を締結し、平時から

計画的に準備を進めます。 

 

検査情報の提供及び研修会等を開催することにより、

検査能力の向上を促進していきます。 

 

 

 

 

 

２ 感染症の病原体等の検査の推進 

 

 

発生が稀な感染症の病原体等の同定検査や、病原

体等のより詳細な解析等を行うため、保健環境科学研

究所の機能強化と、検査体制の整備を図ります。 

（１）役割分担 

保健環境科学研究所と保健所の病原体等の検査に

係る役割分担を明確にするとともに、それぞれの連携

を図ります。 
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イ 地方衛生研究所の取組  

地方衛生研究所は、新興感染症の発生初期におい

て検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的

な訓練の実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬

等の物品の確保等を通じ、自らの試験検査機能の向

上を図るとともに、地域の検査機関の資質の向上に向

けて、積極的な情報の収集及び提供や技術的指導を

行います。  

また、国立感染症研究所等の検査手法を活用し、検

査実務を行うほか、保健所や他の都道府県等の地方

衛生研究所と連携して、迅速かつ適確に検査を実施し

ます。 

 

（削除） 

 

 

 

 

（２）総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び

公表のための体制の構築 

県等は、感染症の病原体等に関する情報の収集の

ための体制を構築するとともに、患者情報と病原体情

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保健環境科学研究所の検査体制の整備と役割 

保健環境科学研究所は、１類、２類、３類、４類及び

５類感染症の病原体等に関する検査について、国立

感染症研究所、他の都道府県等の地方衛生検査所等

と連携して、自らの試験検査機能の向上に努めるとと

もに迅速かつ的確な検査を実施します。 

また、県内の検査機関の資質の向上と精度管理に

向けて、積極的な情報の収集及び提供や、人材育成・

技術的指導を行います。 

 

 

 

 

（３）保健所の役割 

保健所は、地域の感染症発生情報を積極的に収集

するとともに、保健環境科学研究所と連携して的確な

検査を実施します。 

 

３ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び

公表のための体制の構築 

感染症の病原体等に関する情報は、患者に関する

情報とともに、感染症発生動向調査の言わば車の両
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報が迅速かつ総合的に分析され、公表できる体制を

整備します。  

 

 

 

（３）関係機関及び関係団体との連携 

県等は、病原体等の情報の収集に当たって、医師

会等の医療関係団体や民間検査機関等と連携を図り

ます。 

特別な技術が必要とされる病原体の検査について

は、地方衛生研究所、国立感染症研究所、国立研究

開発法人国立国際医療研究センター、大学の研究機

関等が相互に連携を図って実施します。  

 

第５章 感染症に係る医療提供体制の確保  

１ 基本的な考え方 

近年の医学・医療の著しい進歩により、多くの感染

症について治癒やコントロールが可能となっている状

況を踏まえ、感染症の患者に対して早期に良質かつ

適切な医療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症

の病原体の感染力を減弱又は消失させることにより、

感染症のまん延を防止することを基本とします。 

医療現場においては、感染症に係る医療は特殊な

ものではなく、まん延防止を担保しながら一般医療の

延長線上で行われるべきであるとの認識のもと、良質

かつ適切な医療の提供が行われる必要があります。こ

のため、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症

指定医療機関及び第一種協定指定医療機関等におい

ては、次のことが重要です。 

①感染症の患者に対しては、感染症のまん延防止の

輪として位置付けられるものです。 

県では病原体等に関する情報の収集のための体制

を構築するとともに、患者情報と病原体情報を迅速か

つ総合的に分析し、公表できるようにします。 

 

４ 関係機関及び関係団体との連携 

病原体等の情報の収集にあたっては、医師会等の

医療関係団体、民間検査機関等と連携を図りながら進

めます。また、特別な技術が必要とされる検査につい

ては、国立感染症研究所、国立国際医療センター、大

学等の研究機関、保健環境科学研究所が相互に連携

を図って実施していきます。 

 

 

第５章 感染症に係る医療を提供する体制の確保 

１ 基本的な考え方 

（１）感染症の患者に対して早期に良質かつ適切な医

療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症の病原体

の感染力を減弱し、かつ、消失させることにより周囲

への感染症のまん延を防止することを基本とします。 

 

 

（２）感染症に係る医療は特殊なものではなく、感染症

のまん延防止を図りながら、一般医療の延長上で行

われるべきであるとの認識のもと、良質かつ適切な医

療の提供が行われることが重要です。このため第１種

及び第２種感染症指定医療機関は、次のことに留意

する必要があります。 

① 感染症の患者に対しては、感染症のまん延防止

のための措置をとったうえで、できる限り感染症以外
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ための措置をとった上で、できる限り感染症以外の患

者と同様の療養環境において医療を提供すること 

②通信の自由が実効的に確保されるよう必要な措置

を講ずること 

③患者が不安に陥らないように、患者の心身の状況を

踏まえつつ、十分な説明及びカウンセリング（相談）を

行うこと 

また、結核指定医療機関においては、患者に薬物

療法を含めた治療の必要性について十分に説明し、

理解及び同意を得て治療を行うことが重要です。 

 

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医

療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定

医療機関及び結核病床を有する結核指定医療機関

は、その機能に応じて、それぞれの役割を果たすとと

もに、相互の連携体制や、国立感染症研究所及び国

立研究開発法人国立国際医療研究センターとの連携

体制を構築する必要があります。 

 

（削除） 

 

 

 

 

２ 主な取組 

（１）感染症指定医療機関の指定 

ア 第一種感染症指定医療機関 

知事は、主として一類感染症の患者の入院を担当

し、併せて二類感染症又は新型インフルエンザ等感染

症の患者の入院を担当する医療機関として、第一種感

の患者と同様の療養環境において医療を提供するこ

と。 

② 通信の自由が実効的に確保されるよう必要な措

置を講ずること。 

③ 患者がいたずらに不安に陥らないように、患者の

心身の状況を踏まえつつ、十分な説明及びカウンセリ

ング（相談）を行うこと。 

また、結核医療機関においては、患者に薬物療法を

含めた治療の必要性について十分に説明し、理解及

び同意を得て治療を行うことが重要です。 

 

（３）第１種及び第２種感染症指定医療機関並びに結

核医療機関は、その機能に応じて、それぞれの役割

を果たすとともに相互の連携体制や、保健所及び保

健環境科学研究所等との連携体制を構築する必要が

あります。 

 

 

 

（４）特定の地域で感染症の集団発生があった場合に

は、２次医療圏域を越えた指定医療機関への入院で

対応するとともに、一般医療機関での対応も考慮した

危機管理体制の推進を図ります。 

 

２ 感染症指定医療機関の整備 

 

（１）第１種感染症指定医療機関 

主として１類感染症の患者の入院を担当し、これと

併せて２類感染症患者の入院を担当する医療機関と

して、県内に１か所、第１種感染症指定医療機関を次



- 35 - 

新  旧 

染症指定医療機関を次のとおり指定します。 

第一種感染症指定医療機関については、県内に１

か所とし、当該指定に係る病床は２床とします。 

  

 

イ 第二種感染症指定医療機関 

知事は、二類感染症又は新型インフルエンザ等感

染症の患者の入院を担当する医療機関として、第二種

感染症指定医療機関を次のとおり指定します。 

第二種感染症指定医療機関は、管内のニ次医療圏

ごとに１か所とし、当該指定に係る病床は、当該二次

医療圏の人口に応じて４床ないし６床とします。 

 

 

 

 

 

 

 

のとおり指定することとし、当該指定に係る病床は２床

とします。 

 

 

 

 

（２）第２種感染症指定医療機関 

① ２類感染症の患者の入院を担当する医療機関とし

て、第２種感染症指定医療機関を次のとおり指定しま

す。 
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ウ 結核病床を有する結核指定医療機関 

 

 

 

② 第２種感染症指定医療機関（結核病床を除く）は、

管内の２次医療圏ごとに原則として１ヶ所指定するこ

ととし、当該指定に係る病床は、当該２次医療機関の

人口に応じて４床ないし６床とします。 

ただし、地理的条件、社会的条件、交通事情等に照

らし、一つの病院が複数の２次医療圏の区域内の２類

感染症の患者を担当することが効率的であると認めら

れるときは、当該複数の２次医療圏区域内の２類感染

症の患者の入院を担当する医療機関として指定するこ

ととし、当該指定に係る病床は、当該複数の２次医療

圏の区域内の人口を勘案して必要と認める病床数の

総和以上とします。 

 

③ 結核病床を有する第２種感染症指定医療機関に

ついては、結核の発生状況等を踏まえ、必要な結核

病床数の確保に努めます。 

 

（３）結核指定医療機関 
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知事は、結核患者に対する適正な医療を担当する

医療機関として病院等のうち厚生労働大臣の定める

基準に適合するものを、結核病床を有する結核指定医

療機関として次のとおり指定します。 

 

 

（２）新興感染症の発生及びまん延に備えた医療提供

体制の整備 

全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症

については、入院患者数及び外来受診者の急増が想

定されることから、平時から、感染症法に基づく医療措

置協定等を締結し、新興感染症の患者の入院体制及

び発熱外来体制や、新興感染症の後方支援体制を迅

速に確保します。 

医療提供体制の整備に当たり、知事は、感染症法

第３６条の２の規定に基づき、公的医療機関等、特定

機能病院及び地域医療支援病院に対して、各地域に

おけるその機能や役割を踏まえ、新興感染症発生等

公表期間に新興感染症に係る医療を提供する体制の

確保に必要な措置について通知します。通知を受けた

公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病

院の管理者は、感染症法に基づき、当該措置を講じな

ければなりません。 

結核患者に対する適正な医療を担当する医療機関

として、病院等のうち、厚生労働大臣の定める基準に

適合するものを結核指定医療機関に指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ア 入院体制 

①新興感染症発生等公表期間前における入院体制 

新興感染症発生等公表期間前においては、第一種

感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機

関の感染症病床を中心に対応します。 

 

②新興感染症発生等公表期間における入院体制 

知事は、新興感染症発生等公表期間において新興

感染症の入院対応を行う医療機関（病院又は診療所）

と平時に医療措置協定を締結し、第一種協定指定医

療機関として指定し、県は、その内容について、県ホー

ムページに掲載します。 

なお、医療措置協定の締結に当たっては、重症病床

や特に配慮が必要な患者（精神疾患を有する患者、妊

産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者、透析

患者、外国人）のための病床についても確保し、医療

提供体制の整備を図ります。 

 

Ⅰ 流行初期における医療提供体制 

知事は、新興感染症発生の公表後の流行初期（３

か月を基本として必要最小限の期間を想定）の段階か

ら入院対応を行う医療機関について、平時に、その旨

の医療措置協定を締結し、県は、その内容について、

県ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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流行初期においては、新興感染症発生等公表期間

前から対応を行っている第一種感染症指定医療機関

及び第二種感染症指定医療機関が、医療措置協定に

基づく対応も含め、引き続き対応を行うとともに、知事

は、流行初期の段階から入院対応を行う旨の医療措

置協定を締結した第一種協定指定医療機関に対して

要請を行い、流行初期における入院体制を確保しま

す。なお、流行初期の段階から入院対応を行う旨の医

療措置協定を締結し、実際に対応した医療機関につい

ては、感染症法第３６条の９第１項の規定による流行

初期医療確保措置の対象となります。当該措置基準

については知事が定めることとされていることから、知

事は、国の示す基準を参酌し、当該基準を以下のとお

り定めます。 

 

 

Ⅱ 流行初期以降における医療提供体制 

流行初期以降においては、流行初期の段階から入

院対応を行っている医療機関に加え、知事は、当該医

療機関以外の医療措置協定を締結した第一種協定指

定医療機関に対して、その後３か月程度を目途に順次
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要請を行い、新興感染症発生等公表期間における入

院体制を確保します。 

 

 

イ 発熱外来体制 

①新興感染症発生等公表期間前における発熱外来体

制 

 新興感染症発生等公表期間前においては、第一種

感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機

関を中心に対応します。 

 

②新興感染症発生等公表期間における発熱外来体制 

知事は、新興感染症発生等公表期間において新興

感染症の発熱外来を行う医療機関（病院又は診療所）

と平時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医

療機関として指定し、県は、その内容について、県ホー

ムページに掲載します。 

 

Ⅰ 流行初期における医療提供体制 

知事は、新興感染症発生の公表後の流行初期の段

階から発熱外来を行う医療機関について、平時に、そ

の旨の医療措置協定を締結し、県は、その内容につい

て、県ホームページに掲載します。 

流行初期においては、新興感染症発生等公表期間

前から対応を行っている第一種感染症指定医療機関

及び第二種感染症指定医療機関が、医療措置協定に

基づく対応も含め、引き続き対応を行うとともに、知事

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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は、流行初期の段階から発熱外来を行う旨の医療措

置協定を締結した第二種協定指定医療機関に対して

要請を行い、流行初期における発熱外来体制を確保し

ます。 

なお、流行初期の段階から発熱外来を行う旨の医

療措置協定を締結し、実際に対応した医療機関につい

ては、感染症法第３６条の９第１項の規定による流行

初期医療確保措置の対象となります。当該措置基準

については知事が定めることとされていることから、知

事は、国の示す基準を参酌し、当該基準を以下のとお

り定めます。 

 

 

Ⅱ 流行初期以降における医療提供体制 

流行初期以降においては、流行初期の段階から発

熱外来を行っている医療機関に加え、知事は、当該医

療機関以外の医療措置協定を締結した第二種協定指

定医療機関に対して、その後３か月程度を目途に順次

要請を行い、新興感染症発生等公表期間における発

熱外来体制を確保します。 

 

 

ウ 自宅療養体制等 

知事は、新興感染症発生等公表期間（※流行初期

以降）において新興感染症の自宅療養者、宿泊療養

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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者、高齢者施設や障害者施設等に対する往診や電

話・オンライン診療、訪問看護や服薬指導等の医療の

提供を行う医療機関（病院、診療所、薬局又は訪問看

護事業所（※病院及び診療所については高齢者施設

等と連携している医療機関を含む））と平時に医療措置

協定を締結し、第二種協定指定医療機関として指定

し、県は、その内容について、県ホームページに掲載

します。 

流行初期以降において、知事は、医療措置協定を

締結した第二種協定指定医療機関に対して、その後３

か月程度を目途に順次要請を行い、新興感染症に係

る自宅療養者等への医療提供体制を確保します。 

  

 

エ 後方支援体制 

知事は、新興感染症発生等公表期間に、第一種協

定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関に代

わり新興感染症以外の患者を受け入れる医療機関、

又は新興感染症から回復後に入院が必要な患者の転

院を受け入れる医療機関と平時に医療措置協定を締

結し、県は、その内容について、県ホームページに掲

載します。 

また、回復した患者の退院先となる介護老人保健施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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設等の高齢者施設等とも連携した上で、後方支援体

制を確保します。 

 

 

オ 医療人材派遣体制 

知事は、新興感染症発生等公表期間（※流行初期

以降）に、感染症医療担当従事者又は感染症予防等

業務関係者を派遣する医療機関と平時に医療措置協

定を締結し、医療人材の派遣体制を確保します。 

また、県の区域を超えた医療人材の応援を要請す

る場合の方針について平時から確認します。 

 

※１：感染症患者に対する医療を担当する医師、看護

師、その他の医療従事者 

※２：感染症の予防及びまん延を防止するための医療

提供体制の確保に係る業務に従事する医師、看護

師、その他の医療関係者 

 

カ 個人防護具の備蓄等 

県は、医療機関と平時に医療措置協定を締結する

に当たっては、診療等の際に用いる個人防護具の備

蓄を求めておくことにより、個人防護具の備蓄の実施

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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が医療措置協定に適切に位置付けられるように努め

ます。 

また、県等は、新興感染症の汎流行時に、個人防護

具等の供給及び流通を的確に行うため、個人防護具

等の備蓄又は確保に努めるとともに、地域におけるそ

の予防又は治療に必要な医薬品等の供給及び流通を

的確に行うため、必要な医薬品等の確保に努め、新興

感染症に対応する医療機関及び薬局等が、必要に応

じて使用できるように努めます。 

 

 

キ 入院調整体制 

①新興感染症発生等公表期間前における入院調整体

制 

県の感染症対策部門と関係保健所が適宜、調整の

上、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指

定医療機関との患者の入院調整を行います。 

 

②新興感染症発生等公表期間における入院調整体制 

県は、連携協議会等を活用し、平時から、保健所、

医療機関、医療関係団体等と連携し、保健所設置市に

対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や

新興感染症発生等公表期間の指示権限を適切に行使

しながら、地域の実情等も踏まえ、実効性のある入院

調整体制の構築、実施を図ります。 

 

ク 救急医療体制 

県は、連携協議会等を活用し、平時から、消防機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 
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や救急医療機関等と連携し、新興感染症発生等公表

期間における感染症医療と一般医療の確保のため、

救急医療を含めた地域における医療機関の機能や役

割を踏まえた医療機関との連携体制の構築を図りま

す。 

 

（３）一般の医療機関における感染症の患者に対する

医療の提供 

ア 県等の取組 

感染症の患者に係る医療は、感染症指定医療機関

のみで提供されるものではなく、最初に診察を受ける

医療機関は、一般の医療機関であることが多いことか

ら、県等は、一般の医療機関において感染症の患者

への良質的かつ適切な医療の提供が確保されるよう、

連携協議会等を活用し、医師会等の医療関係団体と

緊密な連携を図ります。 

また、一類感染症又は二類感染症等であって国内

に病原体が常在しないものについて、国内で患者が発

生するおそれが高まる場合には、県が当該感染症の

外来診療を担当する医療機関を選定するとともに、保

健所は当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導す

るなど初期診療体制を確立することにより、地域にお

ける医療提供体制に混乱が生じないようにすることに

ついて検討します。 

一類感染症又は二類感染症が集団発生した場合や

新型インフルエンザ等感染症の汎流行時には、一般

の医療機関に緊急避難的にこれらの患者を入院させ

ることがあるため、県等は、そのために必要な対応に

ついてあらかじめ定めておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 

新  旧 

イ 医療機関の取組 

一般の医療機関は、国及び県等から公表された感

染症に関する情報について積極的に把握し、同時に

医療機関において感染症のまん延の防止のために必

要な措置を講ずるとともに、感染症の患者について差

別的な取扱いを行うことなく、良質かつ適切な医療の

提供ができるように努めます。 

 

（４）関係機関及び関係団体との連携 

県は、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療

の提供のため、新感染症、一類感染症、二類感染症

及び新型インフルエンザ等感染症に対応する感染症

指定医療機関に対し、必要な指導を積極的に行いま

す。 

地域における感染症対策の中核的機関である保健

所は、感染症指定医療機関や地域の医師会、歯科医

師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体との緊

密な連携を図ります。 

また、県等は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看

護協会等の医療関係団体の連携を通じて、感染症の

患者を診察する最初の医療機関となることが多い一般

の医療機関との有機的な連携を図ります。 

  

（第６章へ組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 感染症患者の移送体制の整備 

（１）新感染症の所見がある者、１類及び２類感染症患

者の移送体制については、２次医療圏ごとに患者移

送計画を定め、迅速かつ適切な移送体制の整備を図

ります。 

原則として患者発生地を管轄する保健所が移送に

あたります。 
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（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

なお、重症患者等の移送にあたっては、医療機関等

の協力を得て病院救急車等の搬送も考慮します。 

 

（２）広域的又は大規模な集団発生が起きた場合及

び、緊急を要する場合などやむを得ないと認められる

場合には、関係市町村、消防機関、感染症指定医療

機関等に対して患者の移送等の実施について協力を

要請します。 

 

（３）市町村及び消防機関が感染症を疑うことなく搬送

した後、１類及び２類感染症の患者であることが判明

することが予想されるため、搬送後の消毒方法等適

切な情報提供を行うなど密接な連携を図ります。 

 

４ 緊急避難的入院医療の確保 

１類又は２類感染症が集団発生した場合や新型イン

フルエンザの汎流行時には、一般の医療機関に緊急

避難的にこれらの患者を入院させることがあるため、

必要な対策が迅速・的確に図られるよう体制の整備に

努めます。 

 

５ 医薬品の備蓄または確保 

新型インフルエンザ等の感染症の汎流行時に、そ

の予防や治療に必要な医薬品の供給及び流通を的確

に行うため、医薬品の備蓄又は確保に努めます。 

 

６ 感染症指定医療機関以外の医療機関における感

染症患者に対する医療提供の体制 

１類又は２類感染症の患者であっても、最初に診察

を受ける医療機関は一般の医療機関であることが多
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（組み替え） 

 

 

 

 

 

第６章 感染症の患者の移送体制の確保 

１ 主な取組 

（１）移送に係る体制の確保 

知事又は保健所設置市の長が入院を勧告した患者

又は入院させた患者の医療機関への移送は、知事又

は保健所設置市の長が行う業務とされていることか

ら、県等は、連携協議会等を活用し、平時から、一類

感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、

指定感染症の患者又は疑似症患者並びに新感染症

の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっている

と疑うに足りる正当な理由がある者の移送のための車

く、さらに３類、４類又は５類感染症については、一般

の医療機関において医療が提供されるため、一般の

医療機関からの感染症に関する情報について積極的

に把握するように努めるとともに、良質かつ適切な医

療の提供ができるよう、医師会等医療関係団体と緊密

な連携・情報提供を図ります。 

また、県内において、国内に病原体が常在しない１

類又は２類感染症等の患者発生のおそれが高まった

場合には、県内の医療体制に混乱が生じないよう、当

該感染症の外来診療を担当する医療機関を選定し、

保健所が当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導

するなど初期診療体制の確立に努めます。 

 

７ 関係機関及び関係団体との連携 

地域における感染症対策の中核的機関である保健

所は、良質かつ適切な医療の提供が確保されるよう感

染症指定医療機関、地域の医師会等の医療関係団体

等との緊密な連携を図ります。 

 

（新設） 
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両の確保、民間救急事業者等への業務委託等の体制

整備を行います。 

また、保健所や感染症指定医療機関等の関係者を

含めた移送訓練や演習等を定期的に計画し、実施しま

す。 

 

（２）消防機関との役割分担及び連携 

県等は、連携協議会等を活用し、平時から、一類感

染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指

定感染症、新感染症の発生及びまん延時における消

防機関との情報共有や役割分担の整理を行います。

患者の病状を踏まえた移送の対象及び感染症の特性

を踏まえた安全な移送体制の確保等について、地域

の実情等に応じて消防機関と協議を行い、保健所の

移送能力を超える事態が生じた場合に備え、移送に係

る協定締結等を進めます。 

また、消防機関が搬送した傷病者が感染症法第１２

条に規定する患者等であると医療機関が判断した場

合には、医療機関から消防機関に対して、当該感染症

等に関し、適切に情報等を提供します。 

 

第７章 宿泊施設の確保 

１ 主な取組 

（１）協定締結による宿泊施設の確保 

県は、可能な限り地域バランスを考慮した上で、民

間宿泊業者等と新興感染症の発生及びまん延時の宿

泊施設確保措置協定を締結することにより、平時から

宿泊施設の確保を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（２）宿泊施設の運営等 

県等は、宿泊施設の運営に係る体制確保の方策を

平時から検討し、宿泊施設運営業務マニュアル等を整

備するとともに、新興感染症の発生及びまん延時に

は、医療提供体制の状況を踏まえつつ、迅速に職員、

資機材等を確保する等、宿泊施設の運営体制の構築

及び実施を図ります。 

また、県は、連携協議会等を活用し、宿泊施設にお

ける健康観察の実施、医療機能を付加した宿泊療養

施設の整備、民間救急事業者等による移送・搬送体

制の確保、急変時の搬送体制について、医療機関、医

療関係団体や消防機関等と協議し、宿泊療養者への

医療提供体制を整備します。 

 

（３）関係機関及び関係団体との連携 

県は、新興感染症の発生及びまん延時において、

宿泊施設確保措置協定を締結した民間宿泊業者や医

療関係団体と宿泊療養体制整備について協議し、感

染状況や医療提供体制に応じた施設確保を進めま

す。 

 

第８章 新興感染症発生時における外出自粛対象者

の療養生活の環境整備 

１ 主な取組 

（１）外出自粛対象者の健康観察、生活支援等の体制

整備 

県等は、感染症法第４４条の３の２第１項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者、感染

症法第５０条の３第１項に規定する新感染症外出自粛

対象者又は外出自粛に係る法の規定が適用される指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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定感染症にあっては当該感染症の外出自粛対象者

（以下「外出自粛対象者」という。）の健康観察や食料

品支給等の生活支援等に当たっては、民間事業者、

医療機関、医療関係団体等への委託等を活用し、そ

の体制を確保します。また、健康観察や生活支援を効

率的に行うため、ＩＣＴを積極的に活用します。 

また、県は、外出自粛対象者の健康観察や生活支

援等に当たっては、市町村等の協力・連携体制の構築

を検討するとともに、必要な範囲で市町村（保健所設

置市を除く）へ患者情報の提供を行います。なお、市

町村の協力を得る場合は、連携協議会等を活用し、あ

らかじめ情報提供の具体的内容や役割分担、費用負

担のあり方について協議します。 

県等は、外出自粛対象者が薬物療法を適切に受け

られるように必要な医薬品を支給できる体制を確保し

ます。 

また、県等は、介護保険の居宅サービスや障害福

祉サービス等を受けている外出自粛対象者が適切に

サービスを受けられるよう、介護サービス事業者や障

害福祉サービス事業者等と連携を図ります。 

 

（２）高齢者施設や障害者施設等における療養環境の

整備 

県等は、高齢者施設や障害者施設等において、医

療措置協定を締結した医療機関と連携し、平時から感

染対策の質の向上を図るとともに、必要に応じてゾー

ニング等の感染対策の助言を行うことができる体制を

平時から確保しておき、新興感染症の発生及びまん延

時において施設内における感染のまん延を防止する

よう努めます。 
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県は、高齢者施設等に対して、平時から施設内療養

を想定した実践的な訓練・研修の反復実施を支援する

とともに、新興感染症の発生及びまん延時においても

サービスの提供が継続できるよう、応援職員の派遣等

を支援します。 

 

第９章 感染症の予防又はまん延防止のための総合

調整又は指示の方針 

１ 主な取組 

（１）知事による総合調整・指示 

知事は、平時であっても感染症対策に当たり必要が

ある場合には、保健所設置市の長、市町村長、医療機

関及び感染症試験研究等機関等の民間機関に対し、

体制整備等に係る総合調整を行うものとし、総合調整

を行うために必要がある場合、これらの機関等に対

し、報告又は資料の提供を求めます。 

また、新興感染症発生等公表期間において、県民

の生死に直結する緊急性を有する入院勧告又は入院

措置を実施するために必要な場合に限り、保健所設置

市の長への指示を実施します。 

 

（２）知事による総合調整に係る関係機関等との情報

共有 

県は、新興感染症発生等公表期間において、連携

協議会等を活用し、保健所や医師会、医療機関、高齢

者施設等との連携強化を図り、保健設置市等に対す

る平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、新

興感染症発生等公表期間の指示権限を適切に行使の

上、円滑な入院調整体制、宿泊療養体制及び自宅療

養体制の構築、実施を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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第１０章 感染症及び病原体等に関する情報の収集、

調査及び研究        

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な取組 

（１）各機関等の取組 

ア 県等の取組 

県等は、情報の収集、調査及び研究の推進に当た

っては、地域における感染症対策の中核的な機関で

ある保健所及び県等における感染症及び病原体等の

技術的かつ専門的な機関である地方衛生研究所と県

等の関係部門との連携を図りつつ、計画的に取り組み

ます。 

また、県等は、感染症の発生届及び積極的疫学調

査に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染症

対策に活かすため、厚生労働省令で定める感染症指

定医療機関に対し、電磁的方法による届出等の義務

や新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症

の所見がある者が入院、退院又は死亡した場合にお

ける電磁的方法による報告の義務について周知しま

す。 

 

第６章 感染症に関する調査及び研究に関する事項 

 

１ 基本的な考え方 

感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進され

るべきものであることから、感染症及び病原体等に関

する調査及び研究は、感染症対策の基本となるべきも

のです。 

このため、必要な調査及び研究の方向性の提示、

海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の確

保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を通

じて、調査及び研究を積極的に推進します。 

 

２ 調査及び研究の推進 

 

 

（１）調査及び研究の推進に当たっては、県において

特徴的な感染症の発生動向やその対策等、地域の環

境や当該感染症の特性等に応じた取組が重要です。 

そのため、地域における感染症対策の中核的機関

である保健所及び感染症及び病原体等の技術的かつ

専門的な機関である保健環境科学研究所が関係主管

部局と連携を図りつつ、計画的に取り組みます。 
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イ 保健所の取組 

保健所は、地域における感染症対策の中核的機関

として、地方衛生研究所と連携し、感染症対策に必要

な情報の収集、疫学的な調査及び研究を行います。 

 

ウ 地方衛生研究所の取組 

地方衛生研究所は、県等における感染症及び病原

体等の技術的かつ専門的な機関として、国立感染症

研究所や他の地方衛生研究所、検疫所、県等の関係

部門及び保健所と連携し、感染症及び病原体等の調

査、研究、試験検査並びに感染症及び病原体等に関

する情報等の収集、分析及び公表を行います。 

 

（削除） 

 

 

 

 

エ 感染症指定医療機関の取組 

感染症指定医療機関は、新興感染症の対応を行

い、知見の収集及び分析を行います。 

 

（２）関係機関及び関係団体との連携 

感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当た

っては、国立感染症研究所、国立研究開発法人国立

国際医療研究センター、国立研究開発法人日本医療

研究開発機構、大学研究機関、地方衛生研究所等を

はじめとする関係研究機関等は、相互に十分な連携を

図ります。 

 

（２）保健所は、感染症対策に必要な疫学的な調査及

び研究を保健環境科学研究所との連携のもとに進

め、地域における総合的な感染症及び病原体等の情

報の発信拠点となります。 

 

 

（３）保健環境科学研究所は、感染症の技術的かつ専

門的な機関として、関係部局及び保健所との連携のも

と、感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並

びに感染症及び病原体等に関する情報等の収集、分

析等の業務を通じて感染症対策を推進します。 

 

 

（４）調査及び研究については、地域の環境、特性に

応じた取組が重要であり、その取組に当たっては、疫

学的な知識及び感染症対策の経験を有する職員を活

用します。 

 

（新設） 

 

 

 

３ 関係機関及び関係団体との連携 

感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当た

っては、関係機関及び関係団体が適切な役割分担を

行うことが重要です。 

このため、保健環境科学研究所を中心として関係研

究機関等及び関係団体等と相互に十分な連携を図

り、調査及び研究を推進します。 
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第１１章 感染症の予防に関する人材の養成及び資

質の向上 

１ 基本的な考え方 

新たな感染症対策に対応できる知見を有し医療現

場で患者の治療に当たる感染症の医療専門職のほ

か、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な

感染拡大防止対策を行うための感染管理の専門家、

感染症の疫学情報を分析する専門家、行政の中にお

いて感染症対策の政策立案を担う人材等多様な人材

を確保するため、各機関において、感染症に関する人

材の養成及び資質の向上に取り組む必要がありま

す。また、大学医学部をはじめとする、医師等の医療

関係職種の養成課程や大学院等においても、感染症

に関する教育を更に充実させていくことが求められま

す。 

 

２ 主な取組 

（１）各機関等の取組 

ア 県等の取組 

県等は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所

等で実施される感染症対策・感染症検査等に関する

研修会や実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ―Ｊ）等

へ保健所及び地方衛生研究所等の職員を積極的に派

遣するとともに、感染症に関する講習会等を開催する

こと等により、感染症対策に携わる職員等の専門性の

向上を図ります。 

加えて、県等は、大学等と連携し、大学医学部をは

じめとする医師の養成課程において、感染症に関する

教育の充実を図ります。 

また、県等は、地域保健法第２１条第１項に規定す

第７章 感染症予防に関する人材の養成 

 

１ 基本的な考え方 

近年、新興・再興感染症対策については、公衆衛生

及び医療等の現場で、適切に対応できる知見を有する

多様な人材が求められています。 

そのため、感染症に関する幅広い知識を有する人

材を確保するために、保健所及び保健環境科学研究

所等の職員に対する研修を推進するとともに、研修成

果を市町村の人材養成への支援及び関係機関等との

連携の充実に活用します。 

 

 

 

 

 

２ 感染症に関する人材の養成 

（１）感染症に関する人材の養成 

 

国立保健医療科学院、国立感染症研究所等で実施

される感染症に関する研修会に、保健所及び保健環

境科学研究所等の職員を積極的に派遣するとともに、

感染症に関する講習会を開催することなどにより研修

の充実を図り、関係職員の感染症予防のための知識

及び技術の向上に努め、新しい感染症に対応できる

人材を養成します。 
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る者（以下、「ＩＨＥＡＴ要員」という。）の確保や研修、ＩＨ

ＥＡＴ要員との連絡体制の整備やＩＨＥＡＴ要員及びそ

の所属機関との連携強化等を通じて、ＩＨＥＡＴ要員に

よる支援体制を確保します。 

保健所は、平時から、ＩＨＥＡＴ要員の支援を受ける

ための体制を整備する等、ＩＨＥＡＴ要員の活用を想定

した準備を行います。 

 

イ 医療機関等の取組 

 

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医

療機関を含む感染症指定医療機関は、感染症対応を

行う医療従事者等に対し、新興感染症の発生を想定し

た必要な研修や訓練を実施すること又は国、県等若し

くは医療機関が実施する当該研修や訓練に医療従事

者を参加させることにより、新興感染症発生及びまん

延時における診療等の体制強化を図るよう努めます。 

また、感染症医療担当従事者等を他の医療機関、

宿泊施設、高齢者施設等に派遣できるように、平時か

ら研修や訓練を実施するよう努めます。 

併せて、医師会等の医療関係団体は、会員等に対

して感染症に関する情報提供及び研修を行うよう努め

ます。 

 

  

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医師会等における感染症に関する人材の養成の

支援 

感染症指定医療機関及び医師会等が開催する感染

症に関する研修会等に対し、必要な情報を提供するな

ど人材養成を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 関係機関との連携による人材の活用 

保健所等の人材を活用し、市町村の人材養成のた

めの研修支援や関係機関・団体等との緊密な連携を

図り、地域の感染症対策に係る機能の強化を図りま
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第１２章 感染症の予防に関する保健所の体制確保 

１ 基本的な考え方 

保健所は、地域の感染症対策の中核的機関として、

地域保健法に基づき厚生労働大臣が策定する基本指

針とも整合性をとりながら、必要な情報の収集、分析、

対応案の企画立案及び実施、リスクコミュニケーション

等を行うとともに、感染拡大時にも健康づくり等地域保

健対策も継続することが重要です。 

また、感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染

症に関する情報が、責任者に対して迅速かつ適切に

伝授され、一元的に管理される体制を構築することが

重要です。あわせて、外部人材の活用も含めた必要な

人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び機材

の整備、物品の備蓄等を通じて健康危機発生時に備

えて、各保健所の平時からの計画的な体制整備が必

要です。また、業務の一元化、外部委託、ＩＣＴ活用も視

野に入れた体制の検討や、業務継続計画（ＢＣＰ）の策

定及び見直しが重要です。 

 

す。 

（１）市町村の人材養成への支援 

市町村関係職員等に対し、感染症に関する必要な

知識・技術を持つための研修会等を、保健所等の人材

を積極的に活用して実施します。 

 

（２）関係機関・団体との連携の促進 

各関係機関・団体（大学、医療機関、検査機関等）等

との連携の場において、保健所等の人材を積極的に

参加させ、地域の連携促進の強化を図ります。 

 

（新設） 
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２ 主な取組 

（１）保健所における人員体制や設備等の整備 

県等は、保健所体制の整備に当たり、必要な機器

及び機材の整備、物品の備蓄をはじめ業務の外部委

託や県における一元的な実施、ＩＣＴの活用等を通じた

業務の効率化を積極的に推進します。 

また、県等は、地域の健康危機管理体制の確保の

ため、保健所における保健所長を補佐する総括保健

師等の総合的なマネジメントを担う保健師の配置につ

いて検討します。 

 

（２）保健所への応援体制の整備 

県等は、新興感染症発生後速やかに、保健所への

応援職員の派遣や外部委託等による支援体制の検討

を行います。 

また、県等は、ＩＨＥＡＴ要員の確保や研修、連絡体

制の整備等を通じて、ＩＨＥＡＴ要員及びその所属機関

との連携を強化することで、ＩＨＥＡＴ要員による支援体

制を確保します。 

さらに、県は、連携協議会等を活用し、市町村（保健

所設置市を除く）と平時から連携し、新興感染症発生

及びまん延時における市町村（保健所設置市を除く）

の職員による応援派遣についての取り決めについて

検討します。あわせて、県は、応援派遣の協力を求め

る人材に対し、感染症等に関する実践的な訓練を含む

研修の定期的な実施について検討します。 

 

（３）関係機関との連携 

県等は、連携協議会等を活用し、保健所業務に係る

連携内容について、市町村、消防機関、医療関係団体
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等と検討します。 

保健所は、感染症発生時における連携体制を確保

するため、平時から、県の感染症対策部門や地方衛

生研究所等と協議し、役割分担を確認するとともに、

管内の市町村と協議し、感染症発生時における協力

について検討します。 

 

 

第１３章 緊急時における感染症の発生の予防及びま

ん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提

供のための施策   

１ 主な取組 

（１）緊急時における感染症の発生の予防及びまん延

の防止並びに医療の提供のための施策 

県は、一類感染症、二類感染症又は新感染症の患

者の発生又はまん延のおそれが生じた場合には、熊

本県健康危機管理指針及び健康危機管理マニュアル

に基づき対応します。 

県等は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第９章を組み替え） 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 

新  旧 

ん延を防止するために緊急の必要があると認められる

ときには、感染症の患者の症状、数その他感染症の

発生及びまん延の状況を勘案して必要な措置を定め、

医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に

対する必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策が講

じられるように図ります。 

県等は、国が感染症の患者の発生を予防し又はそ

のまん延を防止するために緊急の必要があると認め

行う指示に対し、迅速かつ的確な対策が講じられるよ

う必要な協力を行います。 

県等は、国が国民の生命及び身体を保護するため

に緊急の必要があると認め行う感染症に関する試験

研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他

特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延

の防止のための要請に対し、迅速かつ的確な対策が

講じられるよう必要な協力を行います。 

県等は、新興感染症の患者の発生や生物兵器を用

いたテロが想定される場合など地方公共団体に十分

な知見が集積されていない状況で感染症対策が必要

とされる場合には、国の職員や専門家の派遣等の支

援を要請します。 

 

（２）緊急時における国との連絡体制 

知事等は、感染症法第１２条第２項に規定する国へ

の報告等を確実に行うとともに、特に新感染症への対

応を行う場合その他感染症への対応について緊急と

認める場合にあっては、国との緊密な連携を図りま

す。 

県等は、緊急時における国との連絡については、迅

速かつ確実に連絡が行われる方法により行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 
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県等は、緊急時においては、感染症の患者の発生状

況や医学的な知見等について国から情報収集を行う

とともに、患者の発生状況等についてできるだけ詳細

な情報を国に提供し、国との緊密な連携を図ります。 

 

（３）緊急時における他の地方公共団体との連絡体制 

県等は、近隣都道府県等と緊密な連携を保ち、感染

症の発生状況、緊急度を勘案し、必要に応じて、相互

に応援職員、専門家の派遣等を行うとともに、消防機

関に対して、感染症に関する情報等を適切に連絡する

よう努めます。 

県は、関係市町村に対して、医師等からの届出に基

づいて必要な情報を提供するとともに、保健所設置市

との緊急時における連絡体制を整備します。 

県は、複数の市町村にわたり感染症が発生した場

合であって緊急を要するときは、県内の統一的な対応

方針の提示や、市町村間の連絡調整等において指導

的役割を果たします。 

県等は、複数の都道府県等にわたり感染症が発生

した場合又はそのおそれがある場合には、関係都道

府県等で構成される対策連絡協議会を設置する等の

連絡体制の強化に努めます。 

 

（４）検疫所との連携 

県等は、検疫所から一類感染症の患者等を発見し

た旨の情報提供を受けた場合には、検疫所と連携し

て、同行者等の追跡調査その他の必要と認める措置

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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第１４章 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに

感染症の患者等の人権の尊重 

１ 基本的な考え方 

県等においては、適切な情報の公表、正しい知識の

普及等を行うことが重要です。さらに、感染症のまん延

の防止のための措置を行うに当たっては、患者等の人

権を尊重するとともに、措置の実施に伴う差別や偏見

が起きないようにすることが必要です。 

 

医師等においては、患者等への十分な説明と同意

に基づいた医療を提供することが重要です。 

 

県民においては、感染症について正しい知識を持

ち、自らが予防することが重要です。また、患者等が差

別を受けることがないよう配慮するとともに、感染症の

まん延の防止のための措置が実施された際には、差

別や偏見がなされないようにすることが重要です。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な取組 

（１）感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染

症の患者等の人権の尊重に関する方策 

第８章 感染症に関する啓発及び知識の普及等並び

に患者等の人権の尊重 

１ 基本的な考え方 

（１）県は適切な情報の公表、正しい知識の普及等を

行うことが重要です。さらに、感染症のまん延防止の

ための措置を行うに当たっては、人権を尊重すること

が必要です。 

 

 

（２）医師等においては患者等への十分な説明と同意

に基づいた医療を提供することが重要です。 

 

（３）県民は感染症について正しい知識を持ち、自らが

予防するとともに、患者等が差別を受けることがない

よう配慮していくことが重要です。 

 

 

 

２ 感染症予防教育の推進 

感染症についての予防教育は、感染源、感染経路

及び感受性に係る知識の普及を基本とし、「他人に感

染させない方法」や「感染を受けない方法」等を周知す

ることが最も効果的です。 

そのため、県民に対し、保健所を中心に市町村及び

医師会等関係機関と連携しながら、感染症予防教育を

実施します。 

 

３ 啓発活動等の推進 
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県及び市町村は、診療、就学、就業、交通機関の利

用等の場面において、患者等への差別や偏見の排

除、予防についての正しい知識の定着等のため、パン

フレット等の作成、キャンペーンや各種研修の実施、

教材の作成、感染症にかかった児童生徒等の再登

校、感染症の患者の円滑な職場復帰のための取組等

の必要な施策を講じます。特に、学校教育の場におい

て、感染症や予防接種に関する正しい知識の普及に

努めます。 

県及び市町村は、相談機能の充実等、住民に身近

なサービスを充実させ、特に保健所は、地域における

感染症対策の中核的機関として、必要に応じて専門家

と連携しながら、感染症についての情報提供、相談等

のリスクコミュニケーションを行います。 

連携協議会等で議論を行う際には、患者の人権を

考慮して感染症対策の議論を行います。 

 

（２）感染症患者等の個人情報保護に関する方策 

県等は、感染症患者等のプライバシーを保護するた

め、医師が知事等へ感染症患者に関する届出を行っ

た場合には、状況に応じて、患者等へ当該届出の事

実等を通知するよう周知を行います。 

また、県等は、患者情報の流出防止のため、情報の

取扱いには注意を払うとともに、報道機関に対して、常

時、的確な情報を提供し、感染症に関して誤った情報

や不適当な報道がなされないように、報道機関と密接

に協議を行います。 

 

（３）関係機関及び関係団体との連携 

県は、国や他の地方公共団体との連携を図るため、

診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面にお

いて、患者等への差別や偏見の排除等のため、パン

フレット等の作成、各種研修の実施等の必要な施策を

講じるとともに、県広報誌や市町村広報誌の活用及び

報道機関等への情報提供などにより、県民への感染

症の情報の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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連携協議会等を活用し、定期的に国や他の地方公共

団体との情報交換を行います。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 感染症相談窓口の設置 

各保健所に感染症相談窓口を設置し、精神面のケ

アにも対応できるスタッフを配置し、情報の提供、住民

の不安解消等に努めます。 

また、指定感染症や新感染症が発生した場合にお

いては、本庁に総合相談窓口を設置し、情報提供等を

行います。 

 

５ 患者のプライバシーの保護等 

（１）患者に関する情報の流出防止のため、関係職員

に対する研修、医療機関に対する注意喚起等を行い

ます。 

 

（２）感染症の患者に関する届出を行った医師に対し、

患者等のプライバシーの保護のため、状況に応じて、

患者等へ届出内容を説明するよう周知します。 

 

（３）感染症に関し、誤った情報や不適当な報道がなさ

れたときには、速やかにその訂正がなされるように、

報道機関との連携を普段から密接に行う等の体制整

備を行います。 

 

６ ボランティア組織の支援 

感染症の患者等の支援を行う民間団体等の育成、

活動に対する支援に努めます。 
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（第１３章へ組み替え） 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組み替え） 

 

 

 

第９章 緊急時における感染症の発生の予防及びま

ん延の防止並びに医療の提供のための施策（国又は

他の地方公共団体との連絡体制の確保を含む。）に

関する事項 

 

１ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延

の防止並びに医療の提供のための施策 

（１）１類、２類又は新感染症の患者の発生又はまん延

のおそれが生じた場合には、当該感染症の患者が発

生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等

について必要な計画を定め、公表します。 

 

（２）感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延

を防止するために緊急の必要がある場合には、感染

症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延

の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又は

そのまん延を防止するために必要な措置を定め、医

師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対

する必要な協力を求め、迅速かつ的確な措置を講じ

ます。 

 

（３）新感染症の患者の発生や生物テロが想定される

場合などにおいては、国から職員や専門家の派遣等

の支援を受けながら、迅速かつ的確な対策を講じま

す。 

 

２ 緊急時における国との連絡体制 

新感染症への対応を行う場合その他感染症への対

応について緊急と認める場合には、国との緊密な連携

を図り、患者の発生状況などについて詳細な情報の交
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（組み替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

第１５章 その他感染症予防の推進 

１ 主な取組 

（１）施設内感染防止の推進 

県等は、病院、診療所、高齢者施設や障害者施設

換などを行います。 

 

３ 緊急時における他の地方公共団体との連絡体制 

関係する都道府県等と緊密な連絡を保ち、感染症

の発生状況、緊急度等を勘案し、必要に応じ相互に応

援職員、専門家の派遣等を行います。また、消防機関

に対しても、感染症に関する情報を適切に連絡しま

す。 

他の都道府県にもまたがって感染症が発生した場

合又はそのおそれがある場合には、関係する都道府

県等で対策連絡協議会を設置するなどにより連絡体

制の強化を行います。 

 

４ 緊急時における情報提供 

緊急時においては、住民に対して感染症の患者の

発生の状況や医学的知見など住民が感染症予防等の

対策を講じる上で有益な情報を、パニック防止という観

点も考慮しつつ、可能な限り提供することが重要であ

ることから、県のホームページをはじめ、複数の情報

提供媒体により、理解しやすい内容で情報提供を行い

ます。 

 

５ 関係団体との連絡体制 

医師会などの医療関係団体等と緊密な連携を図り

ます。 

 

第１０章 その他感染症予防の推進に関する事項 

 

１ 施設内感染防止の推進 

（１）病院、診療所、老人福祉施設等において感染症
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等において、感染症が発生又はまん延しないよう、最

新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情

報を各施設へ提供します。 

 

 

各施設は、提供された情報に基づき、必要な措置を

講ずるとともに、平時から施設内の患者又は入所者及

び職員の健康管理を進めることにより、感染症が早期

発見されるように努めます。 

特に、医療機関は、平時から院内感染対策委員会

等を中心に院内感染の防止に努めるとともに、実際に

取ったこれらの措置等に関する情報について、県等や

他の施設に提供することにより、その共有化を図るよ

う努めます。 

また、高齢者施設等は、新興感染症が発生した場

合に備え、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく訓練・研修の

実践や、連携医療機関等との入院や往診等の医療提

供に係る連携体制の強化に努め、県はその取組を支

援します。 

併せて、新興感染症発生及びまん延時における高

齢者施設等に対する保健所、感染管理認定看護師、

医療従事者、関係団体等と連携した医療支援体制や

業務継続支援体制の構築を検討します。 

 

（２）災害時の防疫活動の推進 

災害発生時は、生活環境が悪化し被災者の病原体

に対する抵抗力が低下するなど、感染症がまん延しや

すい環境であるため、県は、「熊本県地域防災計画」

に基づき、迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症

の発生及びまん延防止を図ります。 

が発生又はまん延しないよう、最新の医学的知見等を

踏まえた施設内感染に関する情報や研究の成果を、

医師会等の関係団体の協力を得て、施設の開設者又

は管理者に提供します。 

 

（２）病院、診療所、老人関係施設等の開設者及び管

理者は、施設内の患者、入所者及び職員の健康管理

を進めるとともに、感染症の早期発見に努めることが

重要です。 

また、提供された感染症の情報に基づき、必要な措

置を講ずるとともに、施設内感染症対策委員会等を中

心に感染症の防止に努めることが重要であり、実際に

取った措置等に関する情報について、他の施設に提

供することにより、その共有化に努める必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害時の防疫活動の推進 

災害発生時においては、「熊本県地域防災計画」に

基づき、迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症の

発生及びまん延防止を図ります。 
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（３）動物由来感染症対策の推進 

県等は、動物由来感染症に対する必要な措置等が

速やかに行われるよう、獣医師等に対し、感染症法第

１３条の規定による届出や狂犬病予防法に規定する

届出の義務について周知を行うとともに、ワンヘルス・

アプローチに基づき、保健所等と医師会や獣医師会等

の関係団体が情報交換を行うこと等により連携を図

り、県民への情報提供を進めます。 

県等は、動物の病原体保有状況調査（動物由来感

染症の病原体の動物における保有の状況に係る調

査）により広く情報を収集するため、保健所、地方衛生

研究所、動物衛生部門等が連携を図りながら、調査に

必要な体制を構築します。 

県等の感染症対策部門は、動物由来感染症の予防

及びまん延の防止の対策については、感染症の病原

体を媒介するおそれのある動物に対する対策や、動

物等取扱業者への指導、獣医師との連携等が必要で

あることから、動物衛生部門と適切に連携をとりながら

対策を講じます。 

 

（４）外国人への対応 

新興感染症発生及びまん延時には、感染症法に基

づく医療措置協定を締結した医療機関のうち、外国人

の受入が可能な医療機関を中心に、新興感染症の外

国人の患者に対する医療の提供を行います。 

県等は、感染症法が県内に居住又は滞在する外国

人についても同様に適用されるため、保健所等の窓口

に感染症対策を外国語で説明したパンフレット等を備

えておく等の取組を推進します。 

 

３ 動物由来感染症対策の推進 

動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに

行われるよう獣医師等に対し、感染症法第13条の規

定による届出の義務について周知徹底を図るととも

に、保健所、関係機関及び関係団体等との情報交換

を行い、県民への情報提供に努めます。 

 

 

また、動物の病原体保有状況調査（動物由来感染

症の病原体の動物における保有の状況に係る調査）

に必要な体制を整備します。 

 

 

動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策に

ついては、媒介動物への対策や動物取扱業者への指

導、獣医師との連携等が必要であるため、動物に関す

る施策を担当する部門と適切に連携を取りながら対策

を講じていきます。 

 

 

４ 外国人に対する適用 

感染症法は、県内に居住又は滞在する外国人につ

いても同様に入院等の措置等が適用されるため、保

健所等の窓口に感染症対策を外国語で説明したパン

フレット等を備えておく等の取組を推進します。 
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外国人への対応に当たっては、多言語通訳サービ

ス等の活用を検討します。 

 

（５）薬剤耐性対策 

県等は、「薬剤耐性対策アクションプラン」に基づき、

医療機関等において薬剤耐性の対策及び抗菌薬の適

正使用が行われるよう、適切な方策を講じます。 

 

 

 

 

（新設） 

 


